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巻頭言

優しさにおける倫理的課題

会長山本正（東京都立山崎高等学校長）

この度、 「都倫研紀要」を刊行するに当たり、原稿をお寄せいただいた皆様、また、刊行に向けて

編集等の労をお取りいただいた皆様に厚く御礼申し上げます。

1970年以降、哲学を教育に導入しようという動きがアメリカで起こり、イギリスでもこの5～

10年ほど、そのような動きが目立っていて、 7歳から12歳の生徒を対象に、哲学を取り入れた授

業が行われ成果をあげているそうです。様々な意見を聞き、どれがよりよい意見なのかを考え、 自分

の考えを述べることを通して、そのプロセスが自分の内部に起こるようになり、 自分で判断できるよ

うになるというのです。高大接続の入試改革が進む中で、これまで例えば功利主義者のベンサムの文

章について「知識」として、文章の著者名が問われましたが、最近の入試問題では、 「文章で語られて

いる「功利性の原理」がもしかしたら正しくないのではないか」 という視点から、知識の背景の価値

観をどう考えるかが問われるようになってきていますb

マーク・ トウェインの「人間とは何か」 という小説では、青年（利他主義）の立場と老人（利己主

義）の立場の問答がやり取りされ、 「人間には、絶対利他主義の立場があり得るのか」が問われていま

す。老人はこう語りますb 「揺藍から墓場まで人間って奴の行動っていうのは、終始一貫、絶対にこの

唯一最大の動機一すなわち､まず自分自身の安心感心の慰めを求める以外には､絶対にありえない｡」

つまり物心共に、他人の為だけに自己犠牲をやる人間なんて絶対にいない－というわけです。

一方では、 「動機が利己的であってもかまわない｡」 と主張する人もいます。 （｢優しさという技術」

ステフアン・アインホルン著） 「悪い考えを持つのは良くないが、実際に悪い行いをする方がもっと悪

い。何よりも重要なのは、気持ちではなく行動である」 というのです。著者は、ダライ・ラマの言葉

を引用して「愚かな利己主義者は、いつも自分のことだけを考えて、否定的な結果を招きます。一方

で賢い利己主義者は、他人のことを考えてできるだけ手を貸し、 自分と相手のどちらにも得になる結

果をもたらす｡」と語っています。この背景には､カントに代表される「義務の倫理｣にあるように｢人

は規範や規則に従って行動すべきである。人間には、守るべき原則があり、人は規範への義務感にし

たがって行動すべきである｡」 という視点と 「帰結主義の倫理（功利主義の倫理)」にあるように「結

果が全てだ｡できるだけ多くの人に利益になる解決策を見つける努力をすべきである。 （最大多数の最

大幸福)」という視点があります。こうした点を踏まえて例えば｢優しさ」という意味を考えてゆくこ

とこそ、社会貢献できる知識の活用等「真の学ぶ力」を身につけさせることができ、それがこれから

の倫理としての思考力・判断力・表現力の育成の使命でもあると考えております。

今年度も、本研究会は多様な視点から取組を始めています。例えば、哲学対話等を通した思考力・

判断力・表現力を養う授業展開の工夫の検討、読書活動を通して、先哲の考え方を理解しながら教養

を深めると共に、講演会を通して著名な講師や先輩諸氏から倫理、現代社会の切込み口を学び、課題

を考える機会を作る等です。こうした学びの機会は本研究会の素晴らしい伝統として受け継がれてい

るものであり、年々多くの若手教員等の参加が増えてきております。今年度も生徒の主体的生き方の

選択に役立つ倫理の在り方に取り組んでゆきますので、皆様のご参加を心よりお待ちしております。
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I 平成27年度都倫研総会ならびに第一回研究例会

2015 (平成27)年6月27日 （土）

於：東京大学教育学部附属中等教育学校

次第

1．開会

2．挨拶 会長東京都立山崎高等学校校長山本正

3．研究発表「トマ・ピケテイ箸『21世紀の資本』を読んで

－公民科教育との関連を踏まえて一」

東京都立王子総合高等学校町田紳

4．総会（14:45～15:15)

(1)平成26年度会務ならびに研究活動報告 （資料1)

（2）平成26年度決算報告ならびに会計監査報告 （資料2）

（3）平成27年度役員改選ならびに事務局構成審議 （資料3）

（4）平成27年度事業計画ならびに研究計画案審議 （資料4． 5）

（5）平成27年度予算案審議 （資料6）

5．講演 「市民性教育としての宗教の学習

－その可能性と課題をイギリスの実践から考える－」

東京大学大学院准教授藤原聖子

6．事務連絡・閉会
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(資料1） 平成26年度会務報告

1研究成果の刊行 「都倫研紀要」第53集刊行

2都倫研総会ならびに第一回研究例会

日時：平成26年6月21日 (jZ) 14:45～17:30

会場：首都大学東京秋葉原サテライトキャンパス

内容：

（1） 平成26年度総会

（2） 平成25年度研究活動の総括及び平成25年度研究活動について

（3） 講演「日本における《哲学》と《倫理》の制定」

明治大学教授合田正人

3夏季研究協議会

日時： 8月25日（月) 14:00～17:30

会場：東京都立西高等学校

内容：

（1）読書会：マックス・ヴェーバー『プロテスタンテイズムの倫理と資本主義の精神』

レポーター：葦名次夫

（2）実践交流会

4第二回研究例会

日時：平成26年10月9日 （木) 13:45～17:15

会場：東京都立山崎高等学校

内容：

（1）公開授業「日本経済のあゆみ」 （第3学年「政治・経済」 ）

東京都立山崎高等学校松島美邦

（2）講演 「高校公民科「倫理」活性化への道～学術会議からの提言を巡って」

筑波大学教授桑原直己

5冬季研究協議会

日時: 12月26日（金) 14:00～17:30

会場：首都大学東京秋葉原サテライトキャンパス

内容：

（1）読書会： ミシェル・フーコー『わたしは花火師です』

レポーター：村井大介

（2）実践交流会

6第三回研究例会

日時：平成27年2月9日 （木) 13:00～16:30

会場：東京都立桜修館中等教育学校

内容：

（1）公開授業 「多面的・多角的に考察する力を育む授業実践」 （中等5年生・倫理）

東京都立桜修館中等教育学校久世哲也

（2）講演 「風景の哲学一美学と倫理学のあいだ－」

明治大学教授清水真木
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(資料2） 平成26年度決算・監査報告

総括の部

(単位：円）

収入の部

支出の部

収入 支出 残額

1,267,440 515,119 752,321

科目 予算 決算 備考

会 費 100,000 104,000 個人会員からの会費

研究奨励費 300,000 300,000 都教育研究奨励費

補助金 1 200,000 200,000 上廣倫理財団より

補助金2 30,000 30,000 自動車教育振興財団より

雑 収 入 0 103 利息・寄付金

繰 越 金 633,337 633,337

合計 1，377，175 1,267,440

科目 予算 決算 備考

研究大会およ
び研究協議会

諸謝金

借料・損料

会議費

消耗品費

通信運搬費

小計

200,000

15 000

20 000

2 000

10 000

247 000

183,000

0

0

0

0

183,000

講演・発表・公開授業謝金

調査研究

会議費

消耗品費

通信運搬費

小計

20

1

5

26

000

000

000

000

0

0

0

0

成果の刊行

印刷製本費

資料代

通信運搬費

小計

270

15

15

300

000

000

000

000

278,000

0

20,102

298, 102

紀要

紀要発送費用

計 573 000 481,102

事業費事務局費

予備費

50

754

000

175

34,017

0

参加費、手数料、文具等

合計 1，377 175 515,119



(資料3） 平成27年度役員・事務局構成

1 ．役員

2．事務局

3．顧問

－7－

役 員 氏 名(所属）

会長 山本正(山崎）

副会長 廣末修(大森）

常任幹事

立石武則(小金井北),渡辺範道(都教育庁),上村肇(墨田川)，
大谷いづみ(立命館大学),本間恒男(多摩),増渕達夫(都教育庁)，
西尾理(国分寺)，小泉博明(文京学院大学),渡辺安則(大山)，
村野光則(東大附属)，和田倫明(産業技術高専荒川）

幹事

石塚健大(芝)，岡田信昭(青山),黒須伸之(大森),幸田雅夫(玉川聖学院)，
坂口克彦(豊多摩)，富塚昇(立川)，三森和哉(目黒)，宮路みち子(豊島)，
伊藤昌彦(江北),渡辺洋(墨田川),松島美邦(六本木),菅野功治(西）

会計監査 町田紳(王子総合)，黒須伸之(大森）

事務局長

「蒲涯

和田倫明(産業技術高専）

村野光則(東大附属)、渡辺安則(大山)、坂口克彦(豊多摩）

研究部
部長 菅野功治(西）

伊藤昌彦(江北)、外側淳久(葛飾野)、杉浦光紀(秋留台）

広報部
部長 松島美邦(六本木）

渡辺洋(墨田川)、久世哲也(桜修館)、宇田尚人(蔵前工業）

会計 本間恒男(多摩)，宮路みち子(豊島）

顧問

岡本武男､増田信､井原茂幸､嶌森敏､沼田俊一、山口俊治､勝田泰次､永上津朗、
G.コンプリ､伊藤駿二郎､菊地尭､杉原安､小川一郎､秋元正明､木村正雄､中村新吉、
坂本清治､宮崎宏一､成瀬功､小川輝之､細谷斉､佐藤勲､大木洋､小河信國､小嶋孝、
海野省治､蛭田政弘､新井徹夫､平沼千秋､喜多村健二､井上勝､水谷禎憲、
辻勇一郎､原田健､平井啓一､新井明、山口通､葦名次夫､佐良土茂､多田統一、
及川良一,工藤文三



(資料4） 平成27年度事業計画

1 研究成果の刊行 「都倫研紀要」第54集の刊行

2総会ならびに第1回研究例会平成27年6月27日 （土） 会場東大附属

3研究例会の開催

◇第2回平成27年10月～ll月

◇第3回平成28年2月

未定

交渉中

4研究協議会年2～3回程度開催予定

◇夏季研究協議会平成27年8月21日 （月）午後

◇冬季研究協議会平成26年12月 午後

会場：都立西高校

会場未定

調査研究ならびに将来問題の検討

・出版事業(11月発行予定）

・調査研究の具体化、カリキュラムに関する意見表明など、今後の活動を具体化するた

5

めの検討に入る。

－8－



(資料5） 平成27年度研究計画

1 ．研究のテーマ

東京都における高等学校公民科「倫理」 「現代社会｣の教員の指導力の向上

2．研究の主な内容

高等学校公民科「倫理」 「現代社会」の指導内容の向上のため、研究授業の公開、研究発

表、授業実践交流、関連分野の学術講演会等を実施し、研究紀要を発行する。

3．研究計画

昨年度来、政府が急ピッチで進める教育改革は、例えば、アクティブ・ラーニングの推

進などの「教育内容・方法の革新｣、 「高等学校基礎学力テスト （仮称)」や「大学入学希望

者学力評価テスト（仮称)」など、これからの学校教育全体を大きく揺り動かすものである。

さらに昨年11月の中央教育審議会への諮問「初等中等教育における教育課程の基準等の在

り方について」では、 「国家及び社会の責任ある形成者となるための教養と行動規範や，主

体的に社会に参画し自立して社会生活を営むために必要な力を，実践的に身に付けるため

の新たな科目等の在り方」や、 「より高度な思考力･判断力･表現力等を育成するための新た

な教科･科目の在り方」が問われている。

このような状況の中で、本年度は、次期学習指導要領の具体的検討が始まり、新しい公

民科の目的や内容が明らかになっていくものと思われる。われわれの研究活動も、 これま

で継続してきた研究のさらなる充実に加えて、流動的な情勢への対応を検討していく事も

必要である。

そこから、本年度は次のような体制で研究活動を行うものとする。

(1)研究例会（年3回開催）

公開授業・研究発表・研究協議・講演を行い、授業技術と専門知識の深化を図る。

(2)研究協議会（年2－3回開催）

授業実践報告・研究発表を行い、指導方法と指導内容についての研究協議を行う。合わせ

て、倫理分野を主とする入門書・研究書の輪読を通じて指導内容に関する知見を深める。

(3)出版事業（編集委員会として対応）

高等学校公民科「倫理」に焦点を当て、一般の読者を想定して、 「倫理」を学ぶことの意

義が伝わるような著書を発行する。すでに昨年度来、出版社との打ち合わせ、原稿の提出と

進んでおり、秋ごろの出版を予定している。

(4)高校生意識調査の検討

かつて行われていた高校生意識調査を再開する。調査委員会を立ち上げ､調査項目の検討、

実施のための交渉を進める。
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(5)公民科カリキュラム、入試問題研究

公民科カリキュラムの研究や、センター試験等の研究を、研究会としても行い、また次期

学習指導要領や入試改革について、状況を見ながら対応を検討して行く。

(6)全国組織、他教育研究団体との交流

今後の研究活動の充実を図り、研究団体としての社会への発信力を高めるためにも、関連

教育研究団体との意思疎通を密にし、交流を深める。

以上

-10-



(資料6） 都倫研平成27年度予算（案）

収入の部

支出の部

-ll-

科 目 予 算 備 考

会 費 100,000 個人会員からの会費

研究奨励費 278,000 教育研究奨励費

補助金1 200,000 上廣倫理財団より

補助金2 30,000 自動車教育振興財団より

雑収入 7,642 利息・寄付金

繰越金 752,429

合 計 1,368,071

科 目 予 算 備 考

事務局事業費 諸謝金

会議費

消耗品費

通信運搬費

旅費

小 計

200,000

5,000

10，000

10，000

50,000

275,000

講演・発表・公開授業等謝金

文具等

関係研究会等参加補助

研究部費 会議費

消耗品費

通信運搬費

小 計

5,000

10,000

5,000

20,000

文具等

郵券、宅配便

広報部費 印刷製本費

会議費

消耗品費

通信運搬費

小 計

300,000

5,000

10,000

45,000

360,000

紀要

文具等

紀要送付

計 655,000

予備費 713，071

合 計 1,368,071



第一回研究例会【研究発表】

トマ・ピケティ著『21世紀の資本』を読んで

－公民科教育との関連を踏まえて一

東京都立王子総合高等学校町田紳

…懐…↓

現在、共産主義陣営の崩壊により、世界的に資本主義は新自由主

義のゲﾛｰバﾙ金融資本主義の段階にあり、先進国で所得や富の格 ｜

差が拡大している。 日本においても､所得や富の格差は､今後顕著 ’

地方と都市､ §に伸びると思われる。特に、正規社員と非正規社員、
藍V

一＝

男女の性差教育などの範嶢における格差も､社会問題として深刻 I化していると考える。 計調判

私は、経済のあるべき姿（規範）に関心があり、今まで､都倫研や都公社研において1997年のアジ

ア通貨危機やロールズの正義論について、授業実践例や研究発表として投稿した。このように、格差

問題､分配の正義に関して考察している中で､フランス人経済学者トマ・ピケテイ箸｢21世紀の資本」

という著書に出会った。この著作はマルクス経済から分析したものではなく、過去300年間の欧米諸

国の膨大な税務データから経時的歴史的・実証的に、先進国の富、所得の分配の動学を追った700ペ

ージの大書である。

先進国の所得や富の格差の拡大は、ベル・エポック期にピークになり、両大戦を経てボトムに縮小

した。しかし、サッチャー・レーガン主義に代表される新自由主義による資本の再度の活躍をとおし

て、欧米諸国の分配の格差はベル・エポック期に迫る勢いである。今後、所得や富の格差は前代未聞

の段階に達する可能性があると彼は示唆している。日本も､人口減少･潜在経済成長率の鈍化により、

資本の蓄積は相当程度のレベルに達し、分配の正義を脅かせる可能性も出てきたと私は考える。

ピケティは、両大戦間とその後の期間を除いて、資本収益率rは経済成長率gを上回り、資本を持

たない労働者に比べて、資本所有者に富・所得が不均等的に集中する資本主義の法則を述べている。

この現象は、市場に任せて自然に放置しても一向に解決しない。

そこで、民主主義、本当の意味のメリトクラシーや社会正義により市民が政治機構を動かさねば、

分配の公正を達成できないのではない瓜

社会正義を達成する実際的な手段としては、所得に対する累進課税、年次的な累進的資本税、タッ

クスヘイブンを利用した税の逃避の阻止、最低賃金制度、人材育成、労働組合の基盤強化、社会保障

制度などがある。

富の分配の社会の仕組みをつくりあげるのは、上記の実践的手段を実現させる市民の力であり、そ

れこそが民主主義である。この経済現象における社会正義・社会的公正に関して公民・市民として、

高校生が自分の立場から考察する姿勢を公民科教育で学ぶことが大切になってきているのではないか。

この著書は、一般人に向けた経済学に関してわかりやすく説いたものである。
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それでも、経済思想史（マルクス、 リカード、マルサスなどの思想)、資本の理論、限界生産力論、

コブーダグラス型生産関数、ジニ係数、経済成長論など近代経済学の基本概念についても、綿密に紹

介している。

経済学は他の社会科学との垣根を取り払い、数理経済学としてよりも、歴史政治経済学としての立

ち位置をもつことが重要であることを彼は述べている。

そして、経済学が社会学、政治学、文化人類学、人口学、心理学、歴史学などと連携することは、

経済社会問題を解決する上で重要であると彼は考える。

しかし現在、アメリカ経済学会でのピケテイの議論に対して、批判が高まり大論争になっている。

彼は、経済学で数学を使うことに対して、アンチテーゼを出しているわけではない。彼が他の経済学

者からの批判に対して数学を使う可能性は高いだろう｡社会経済問題を解決する上で､必要であれば、

数理経済学も必要である。ただ、経済学が難解な数学に陥り、社会現象に向き合えなくなることが問

題であると彼は考える。

このピケテイの経済学への新しいスタンスに対して、主流派経済学からは強い批判がある。マルサ

ス、 リカード、 ミルの古典派とマルクスは、経済学の中心に分配の問題をおいた。その代わりに、ジ

ェヴォンズ、メンガー、ワルラスにより限界革命が起きた。彼らは、高等数学を使い、人間の主観的

満足度（効用）を最大化しようとする限界効用理論を考え出し、そのことにより経済学を支配する新

古典派経済学が登場する。

ピグーは、 「厚生経済学」で所得増加による効用増分率が一層高い貧困者の所得増大は国民全体の

効用を増加させると主張する。

しかし、 ロビンズが「経済学の本質と意義」で個人間の効用比較は困難であると考えてから、経済

学は分配問題に関与しなくなり、経済学は効率性を追究する科学になる。現在の主流派経済学はこの

ようにして形成された。その後、クズネッツが経済成長による経済のパイ拡大により、不平等（分配

問題）はなくなると主張する。

この彼の議論から、ハロッド、 ドーマー、 ソローが提唱する経済成長理論が隆盛を極める。アベノ

ミクスでよく話題になるトリクルダウン理論である「富裕者が富めば貧しい者に自然に富がしたたり

落ちる」 という説も経済成長理論から出てくる。※（1）

このように、経済学の主流である新古典派経済学は分配問題に関わらなくなった。分配問題をメイ

ンストリームにすえようとするピケテイの経済学に対する考えと論争になるのは当然の帰結であろう。

しかし、私は、分配問題に経済学が関わることがこれから求められると考える。

さて、この本の題名から連想して、マルクスの「資本論」が主張しているように、資本主義の崩壊

と理想郷の共産主義社会の到来を彼は望んでいるわけではない。

ピケテイは、資本主義を効率の高いすぐれた経済システムとして考えるが、格差拡大の分配問題な

ど資本主義に機能不全が起きたときの克服のためには、常に政治機構による社会正義のための是正が

不可欠であると資本主義を擁護している。

さて、この本が出版されたのは、フランスで2013年である。 2014年春に米国で英語版が出版され

るや「ピケティ・パニック」 という反響を引き起こした。

この著書がアメリカでベストセラーになったのは、 2011年の「1％のスーパーリッチが他の99％

を支配している」 というスローガンのもと展開された「ウォール街の占拠」が背景にある。
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ところで、この著書をまとめて公民科教育との関連を語る上で、まず「はじめに」を私なりに要約

し自分なりの考えをまとめた｡なぜなら､この箇所はこの本のエッセンスが詰まっているからである。

なお、本書の他の箇所を引用しただけでなく、ピケテイに対する経済学者の拙荊論考も引用し考察し

た。

はじめに

ここで、ピケティは富の分配をめぐる知的政治的論争が、昔から思い込みと事実の欠如に基づいて

いるが、格差問題は系統だった手法で検討すべきことを指摘している。

したがって、彼は3世紀にわたる20ヵ国以上の広範な長期的で比較可能なデータに基づいた実証

研究が大切であることに言及している。

そして、各種の情報源に当たる前に、古典派の経済学者の思想を述べる。

18世紀末と19世紀初頭に、英仏の古典派経済学において分配問題は重要な問題であった。マルサ

スは、 1798年刊行の「人口論」で経済の脅威は人口過剰であり、 （イギリスの農学者アーサー・ヤン

グも同様な意見を持っている）貧困者の子作りを厳しくチェックし福祉支援を即座に停止すべきであ

ると述べている。

リカードは、人口過剰は希少な土地への需要の高まりと地代の急激な上昇を招き、地主の地位の顕

著な上昇による社会不均衡につながるので、地代に課税すべきであると主張している。 しかし、この

社会不均衡と食糧不足は、工業化と技術革新により現実化しなかったが。彼の説いている「希少性の

原理」は一部の財の価格が極めて高い水準になり、社会を不安定にしかねないということである。 21

世紀においては、この原理は世界大都市の不動産価格、原油価格の高騰について説明できる。次に、

マルクスである。彼が1867年に「資本論」第1部を刊行した当時において、工業プロレタリアートの

悲惨な生活は衝撃な事実であった。彼は資本主義システムの内的論理矛盾を追求し、資本が少数者に

集中する資本の「無限蓄積の原理」が社会経済的、政治的不均衡に直結し、資本主義の崩壊につなが

ることを指摘している。

そしてピケテイは、マルクスの「無限蓄積の原理」は、産業革命期、 19世紀、 20世紀の民間資産

（民間資本）の極めて高い形成に対して有効な議論であると評価している。

1．マルクスからクズネッツヘ、または終末論からおとぎ話へ

このように、マルサス、 リカードの古典派経済学者やマルクスは、分配問題を経済学のメインスト

リームにすえている。このマルサス、 リカード、マルクスの資本主義に対する悲観的な見方、終末論

とは異なって資本主義の経済動学に対して楽観的な視点を有したのはクズネッツである。

クズネッツの理論によると、資本主義の段階が進行すると、所得格差は自動的に下がっていずれ受

け入れ可能な水準に安定化するということである。

一方、 ロバート・ソローも1956年に発表した「バランスのとれた成長経路」で、産出・所得・利

潤・賃金・資本・資本価格などが同じペースで進行しあらゆる社会集団が同じ程度に成長の恩恵を受

けるという資本主義の楽観的な見通しを主張している。

クズネッツの立場は、マルサス、 リカード、マルクスの資本主義の不均衡スパイラルである終末論

的予言とは全く異なる。
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ピケテイは、クズネッツやソローの資本主義に対する楽観的な見通しに批判的である。ただし、ピ

ケテイはクズネッツを評価する。

それは、クズネッツが米国連邦所得税申告、米国国民所得推計など公式な統計手法を使い、所得分

配統計の時系列データを初めて整備したことである。

このことにより、クズネッツは自分の収集したデータから米国の総国民所得の十分位、百分位がど

のように推移したか計算できるようになった。

ピケテイは確かに、クズネッツが初の米国国民経済計算データを確立し、格差指標の初の時系列デ

ータを収集したことを評価している。しかし、 1914-1945年の所得格差低下は、 2度の世界大戦とそ

れにともなう激しい経済政治的な衝撃によるものであり、クズネッツが言う社会セクター間のモビリ

テイーとは関係ないと主張している。次に、ピケテイは21世紀初頭の私たちは、 19世紀初期の先人

たちと同様に分配の問題を経済分析の核心に戻すべきであることを述べている。

彼は、経済学者は富の分配の問題を無視してきたが、格差の問題を再び中心に据えるためにできる

限り広範なデータを集める必要があると言及している。

2．本書で使ったデータの出所

本書は、主に二種類の情報源にもとづいており、これにより富の勤学を分

析研究する。一つ目は、所得の格差と分配に関するものであり、二つ目は、

富の分配と富と所得の関係を扱う情報源である。さて、所得について、ピケ

テイの研究は相当部分がクズネッツによる1913-1948年の所得格差推移の

研究データを拡大したものである。また、高所得層の十分位や百分位は自己

申告に基づいた税務データから推計したものである。最終的には、格差の推

移に関する歴史的データベースは､世界I､ツプ所得データベース(WTID)

であり、世界の30名ほどの研究者による共同作業の結果である。本書の二番

I

目に重要なデータ源については、相続税データからとっており、相続財産や富（資産）の格差の推移

を追っている。

そして、富も所得を生み出すという点は、大切であると彼は述べている。

実際、所得は二つの部分から構成される。労働からの所得（賃金・給与・ボーナス・非賃金労働か

らの稼ぎなど）と資本からの所得（賃料・配当・利子・利潤・キャピタル・ゲインなど資本を持って

いることから得られる所得）である。

そして､最後に国富の総ストックを長期間にわたって計測するためのデータ（土地､その他不動産、

工業資本や金融資本など）も彼は使う。この国富は資本／所得比率（資本ストックが国民所得何年分

であるか、何倍であるかを表した、資本蓄積量の国民所得に対する割合）によるアプローチで計算で

きる。このようにして、彼の研究が突出しているのは、できるかぎり完全で一貫性ある歴史的情報を

集め、長期的な所得と富の分配のメカニズムを研究分析したことである。

3．本研究の主要な結果

次にピケティは、本研究の主要な結論について述べている

第一に、富の分配の歴史は、従来からきわめて政治的で、経済メカニズムだけで説明できるもので
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はないと指摘している。特に、 1910-1950年にかけて、ほとんどの先進国で生じた格差の低減は、両

大戦の結果であり、戦争に対応する政府の政策の結果である。そして、 1980年以降の格差の拡大は、

課税と金融における保守的な政治上のシフトが大きい。

第二の結論は、富の分配の力学に働く収數と拡大を交互に進行させるメカニズムが存在すると言及

している。そして、富を不安定にする不均衡化への力は永続的であり、その運動を阻止する自然の自

発的なプロセスはないということである。

彼は言う。格差を圧縮する力は、知識の普及と訓練や技能への投資であると。

私は、高等教育による知識の普及と訓練や技能への投資は経済的格差の拡大を縮小する上で必要で

あると考える。 しかし、高等教育を受ける機会が平等に市民に与えられておらず、教育の格差・経済

的格差をもたらしていると考える。

教育の格差について言えば、親の所得の多寡により、子供の学歴と所得を決定づけてしまうという

問題がある｡高所得の学歴の高い親の子供は､同様の境遇になる可能性が高く、低所得の親の子供は、

子供の貧困という深刻な問題を抱えることになる。

このような教育の格差に関して、今後探求したいと思う。

4．格差収敏の力、格差拡大の力

米国の図1－1の曲線（本論文最終ページにグラフ掲載）は、 1910年から2010年までの米国の国

民所得に所得階層のトップ十分位が占める割合を示している。

1910年から1920年代にかけて､米国のトップ十分位は国民所得の45-50%を稼得しているが､1940

年代末には、30-35％に下がった。その後、格差は1950-1970年までその水準で横ばいになった。し

かし、 1980年代に格差が急激に増大し、 2000年になると国民所得の45-50%程度に戻っている。

この変化で考えられる説明の一つとして、ピケテイは次のごとく指摘する。

21世紀になって、 トップ十分位の所得が激しく増えるのは、所得税の最高税率の大幅な引き下げ

などにより、 トップ経営者が自分の生産性とは無関係に、バーゲニングパワー（交渉力）により最

大限に報酬を決められるからであると主張する。 トップ経営者たちの技能や生産性が他の労働者に

比べて、突然顕著に上昇したという指摘があるが、 ピケテイはこの考えに批判的である。そして、

彼はトップ経営者の非賃金報酬は、限界生産力賃金説では説明できないのではないかと考えている。

5．格差拡大の根本的なカーr>g

さて、図I-2 (本論文最終ページにグラフ掲載）では、 ヨーロッパでの資本／所得比率の経時的

推移をあらわしたものである。 1910年のヨーロッパでは民間の富の総量は国民所得6－7年分程度で

あったが、それが1950年には2－3年分となり、 2010年には4－6年分となった。このU字曲線で

は、過去数十年間における高い資本／所得比率への復帰は、低経済成長へ先進国社会が移行したこと

を示している。低成長経済では、過去の富が経済社会で重要性を高めることに直結する。また、資本

収益率rが長期的に経済成長率gを大きく上回ると富の分配で格差が増大するリスクが大いに高まる。

不等式r>gは長期的に当てはまるが、 1913～2012年にはr<gになった。

それは、 1913～1950年に、資本収益率rが1～1．5%(通常は4～5%)まで下がり、例外的な経

済成長率（1％後半から3％後半）が続いたからである。
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これは、戦時の資本ストックの破壊、急進的な累進課税政策、第二次世界大戦後30年の例外的な

経済成長率によるものとピケテイは指摘している。しかし、 21世紀には、経済成長率はl. 5%に下落

し、 rとgの差は産業革命時と同じような水準まで拡大するだろうと彼は述べる。つまり、 r>gに

戻ったのである。このように、ピケティは上記の例外的な一時期を除いて、資本収益率r>経済成長

率gとなると指摘している。※（2）

この不等式 r>gを説明すると以下のとおりである。

rは資本の平均年間収益率であり、利潤・配当・利子・賃料などの資本からの収入をその資本総価

値で割ったものである。 gは経済成長率であり、所得や産出の年間増加率である。

ピケティは、この不等式がきわめて重要な役割を果たし、彼の結論全体の総括をしていると述べて

いる。

資本収益率rが経済成長率gを大幅に上回ると、論理的には相続財産は産出や所得よりも急速に増

大すると指摘している。実際に、 19世紀まで歴史のほとんどの時期がそうだったし、21世紀もそうな

る可能性も高いと言っている。

このことは、相続財産を持つ人々は、資本（資産）のごく一部を貯蓄するだけでその資本（資産）

を経済全体より急速にふやせることになる。こうした条件下では、相続財産が生涯の労働で得た富よ

りも圧倒的に大きなものとなるし、資本蓄積は極めて高い水準に達する。

そして、現代の民主社会において能力主義的な価値観や社会正義の原理と相容れない水準であると

ピケティは指摘している。

また、資本収益率が予想不能で恋意的であることも能力主義モデルにとって問題となる。彼は述べ

る。格差拡大の原因として、貯蓄率、資本収益率や初期資本の増大、今後起こりえる人口減少と経済

成長率の低下による富の顕著な増加が考えられると。

また、資本市場が完全に近くなると、 r>gになる可能性は高くなると記している。

資本収益率rが4～5％で歴史的に推移しているが、資産によって収益率は異なる。

株式の長期平均収益率は多くの国で7～8％、不動産や債券投資は収益率が3～4％くらいが多い

と指摘している。※（3）

しかし、ピケテイに対して、資本収益率とは何かはっきりしないという批判がある。

彼は資本はあらゆる資産をさしており、工場の設備、金融資産、不動産などの実物資産や知的所有

権などの非実物的資産に言及しているが。

彼はすべての資産をまとめて資本として、 r>gの式を説明している。

しかし、金利について資本収益率を考えると、 日本の場合、 rである実質金利は1． 5％で、 gであ

る実質経済成長率も1～2％前後なので、 r:=gになってしまう。

このことから、資産の平均でr>gであることを証明する必要があるという意見がある。※(4)

ところで、 r>gはどのような理由により証明できるのであろうか。

経済学者や投資家からは､投資家はリスクを負って投資活動をしているので、 リスクプレミアムに

よりこの式が成立するのは当然であるという主張がある。

また、マンキューからは、 r>gが成り立つのは「それが何か」 という批判がある。

rの一部は､再投資のために貯蓄されるが､その貯蓄の増加を通して消費が減少する。このことで、

経済主体は現在と将来の消費を最大化する活動から効率的に貯蓄するので、格差の拡大は収束し一定
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になると言及している。ピケテイは、マンキューのこの理論を認めた上で、この式が格差にもたらす

メカニズムは複雑であると言っている。※（5）また、東大生からなぜr>gがなりたつか質問があ

ったが、彼はその理由はわからない、それは歴史的事実であると述べている。あえて理由としては、

r<gであれば人々は収益を得ようと借金をしまくる行動をする。このことは、投資活動を否定する

ことになるので、 r>gが成立せざるを得ないと言っている。※(6)なぜrは常に4%程度を続け

るのか。 r>gである根拠は何か。アメリカ経済学会から疑問と批判がある。主流派の新古典派経済

学は、限界生産力説からこの式を批判する。

限界生産力説とは何瓜それは、労働力を一定とした場合、資本を一単位増加するたびに資本の収

益である限界生産量は逓減するということである。

この理論によると、経済の進展・成熟化が起こるとともに、資本蓄積の高度化をつうじ資本収益率

rは下落するはずであるという拒否反応がある。

しかし、ピケテイはこの著書の「資本と労働の代替弾力性」の箇所において、資本の労働に対する

代替弾力性が1より大きいと、資本の資本収益率rをあまり引き下げないで、所得における資本の割

合は高まると述べている。※（7）

換言すれば、 ロボット化された経済において資本の用途は多様化し、資本分配率を増大させると記

している。※（8）また、経済の金融化・金融のグローバリズムにより、金融資産、金融負債の総額

が、 2010年に欧米で国民所得10-15年分に増大していると主張している。※（9）

このように、ピケティはr>gの不等式の成立を主張するが、この式の根拠を検証するうえで議論

の余地がある。

しかし、私は、彼がr>gの式を長期間の歴史データを通して明らかにしたことは、かなり説得力

のある史実と考える。

企

6．本研究の地理的、歴史的範囲

本書は18世紀からの米国、 日本、 ドイツ、フランス、イギリスなどの先進国の歴史的体験に依拠

しているが、空前の細かい正確な税務データはフランスの事例において豊富である。

そこで、彼はフランスの富・所得に関する情報源を駆使することに言及している。アメリカの独立

宣言当時300万の人口が現在3億人になったアメリカの歴史の特異性と異なり、フランス革命時約

3000万人から今日約6000万人に推移したフランスの歴史は、相続財産の役割の重要性を説明する上

で参考になるとピケテイは指摘している。このように、米国の事例は一般化できないが、フランスの

事例は一般化できる。このフランスの事例から、人口成長と経済成長が鈍化する中国、インド、ブラ

ジルなどの新興国の将来の富の動学を計測するにあたって多くの事柄が認識できるのではないかと彼

は述べる。

7．理論的、概念的な枠組み

さて、彼はフランス革命200周年、ベルリンの壁崩壊の年1989年に18歳であったので、共産主義

独裁政権やソ連にはいささかも親近感を持っていない。

資本主義自体を糾弾することを自己目的化していない。また、格差に関しては、 1789年人権宣言第

1条の「共同の利益に基づくもの」は許容できると述べている。

-18-



そして、正義が有効かつ効率的に法治の上で実現し、その法治が万人に平等に適用され、民主的論

争に基づく普遍的な規則から導かれるものであることを彼が強く望んでいることが理解される。また

彼は、経済学が純粋理論的できわめてイデオロギー偏向をともなったことに批判的であり、経済学が

他の社会科学と連携してほしいと考えている。そして、 1970年以降、社会科学が富の分配や社会階級

の問題にほとんど関心を喪失してしまったことを遺憾に思っている。彼に言わせれば、本書は経済学

の本であると同じくらい歴史研究でもあると。所得、資本、経済成長率、資本収益率という理論的構

築物が歴史的現実を興味深い形で分析できるように彼は考えている。

私は、経済学が社会科学を支配せず、他の社会科学・人文科学と連携する方向性が大切であると考

える。なぜならば、経済学が難解な数学のみにより複雑な社会事象や社会問題・矛盾に向き合い解決

することは困難であると考えるからである。

さて、ピケテイは数式としては、第1にα==r×β （これは国民所得に占める資本の割合は、資本

収益率と資本／所得比率の積だと言っている）を紹介している。この式から言えることは、資本収益

率rが増大すれば､資本分配率αが増え､資本／所得比率β（資本蓄積率)が増加することによって、

資本分配率αが増えるということである。資本収益率rが一定で資本／所得比率βが拡大すれば、資

本分配率αは増大し、労働分配率は下落するということを示している。

第2に、 β=s/g (これは資本／所得比率は長期的には、貯蓄率を経済成長率で割ったものに等

しいと言及している）を挙げている。この式から言えることは、貯蓄率sが増大すれば資本／所得比

率βは増え、経済成長率g (賃金の伸び率）が増えれば、資本／所得比率βは減少するということで

ある。

20世紀ヨーロッパでは貯蓄率sの低下と高経済成長により、資本／所得比率βは減少したが、現在

は貯蓄率sは安定し経済成長率は低下している。

このことは、資本／所得比率βが増大することを表わす。

そういう状況のなかで、人口増加率の鈍化と新興国のキヤツチアップによる高度経済成長が一巡し

たことで、世界の経済成長率は約3％から1． 5％程度まで低下するということである。

そして彼は、世界の貯蓄率sが10%に上昇したら資本／所得比率βは約700%まで急激に高まるこ

とになると主張する。このことは､資本蓄積率がベル･エポック期に近づくことを意味する。※（10）

このようにこの2式は、所得・富の不均衡動学を説明する上で使われている。

8．第Ⅳ部21世紀の資本規制

そして、第Ⅳ部「21世紀の資本規制」で規範的、政策的教訓を提言する。たとえば、累進所得税、

累進相続税、累進資本税である。

特に、彼は累進資本税の導入が、顕著な資本の分配の格差を是正するために不可欠であると主張し

ている。しかし、世界的に同時にすべての資本、資産に累進的な租税をかけるので、導入することは

きわめて困難であることを彼は了承している。

税率の低い国家、社会やタックスヘイブンへの資本の流出、租税回避が考えられるので、累進資本

税の導入徹底に対する国際的な協調が何よりも必要であると述べている。

そして、銀行が保有する一定額以上の個人・企業の資産のデータ情報を税務当局が共有することの

重要性を主張している。
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さて、ピケテイはこの資本課税はビジネスチャンスをなくさせ、投資の減少をつうじて、経済を低

迷させるという批判に対して次のように反論する。

それは、累進的な資本課税の導入は、経済のグローバル化・自由貿易の恩恵を各国が受けられため

に必要であるからであると。なぜならば、経済のグローバル化・自由貿易は富裕層に所得・富を集中

させ、中間層・下位層は恩恵を享受できないようにするので、資本課税がないと、資本のコントロー

ルや保護主義を招きかねないからであると。※（11）

私は、タックスヘイブンを利用した多国籍企業の膨大な税のがれを阻止するために、海外の銀行間

口座の資産情報の共有と国家への情報提供が不可欠であると考える。

各多国籍企業の資産を税務当局が把握し、脱税を防ぐためにも累進的な資本課税を導入することが

今から求められる。この税金を課すことは困難を極めるが、課税導入が比較的可能な国単位から導入

することが必要である。そして、資本流出・租税回避が行われないように、国際的な連携と監視が不

可欠であると考える。現に、国際租税回避に対処するために、米国の外国口座税務コンブライアンス

法(FATCA)などが実施され、スイスの銀行から秘密である米国人海外口座の資産情報が米国に

提供されるようになった。

9．公民科教育との関連にあたって

ピケテイの議論は、多くの経済学者との間で賞賛と批判が鳴り止まない。

過去300年の膨大な税務データを駆使して、上位10％あるいは1％の富裕層の所得・富のフローと

ストックを歴史的に追跡、資本主義の内的矛盾である所得・富の不均衡動学を研究分析して、経済に

おける格差問題を経済学の主要な位置にすえたのは大きな功績であろう。

所得最上位層の状況分析を把握しようとすることは、彼の研究手法の強みであるが、彼の研究には

所得下位層や貧困層、中間層の経済分析や貧困自体や所得再分配後の格差分析がなされていないとい

う指摘がある。また、累進的資本課税の導入により、仕事へのモチベーション・労働意欲が下がるこ

と、経済成長率の資本収益率への影響・反映などについて述べられていないことへの批判もある。こ

のような論争に対して、ピケテイが実証してくれることを期待する。さて、論争のつきない中で、彼

の研究を公民科教育でどのように生かすかに関しては、慎重に対処しなければならないであろう。

ただし、次の点で彼の研究・議論は公民科教育に生かせると考える。

（高校生の政治を通じた民主社会への参加を促す公民科教育）

第1に、生徒が民主社会に参加して、政治機構を動かすことを通じて、経済社会的問題・矛盾を克

服する市民、公民としての感覚や考えを育成することが重要である。

なぜならば、資本主義経済において、顕著な資産（富) ・所得格差の拡大の解消を市場に任せても、

この格差が自動的に縮小することはないからである。

政治機構の働きがなければ、資本主義における経済格差を克服することは困難である。

さて、 2015年6月17日に、参議院本会議で改正公職選挙法が成立し、選挙権の年齢が18歳以上に

引き下げられた。

そこで、 18歳以上の高校生の政治参加を進めるうえで、民主主義を「議論による政治」としてとら

えることが重要である。そして、この議論を通じて「公共の論理」を構築することが必要になってく
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る。

そこで、私は、高校生が有権者として政治に参加するうえで、討論のやり方や合意決定の仕方につ

いて学ばせた。たとえば、次のようなテーマで討論をさせた。

「あなたの街の近くにショッピングセンターが作られると想定して、様々な立場のどの声に賛同し、

その施設の建設に賛成かどうか自分の根拠を明らかにする。そのうえで、グループとしてこの施設の

建設に賛成かどうかを決めるということである｡」

おおかた、グループとしての意見とその根拠が出てきたことは喜ばしかった。

討論をとおして、 自分の意見を明確化し、他者の意見を配慮して、 自分の意見を説得させることの

むずかしさをほとんどの生徒は痛感している。このことは、民主主義における討論が、大変時間がか

かり厄介で、手間がかかるものであるということに通底している。 しかし、議論による合意を早く成

立させるために､日本の民主主義では､｢話し合いすれば必ず相手はわかってくれるという感情を持つ」

「事前に話し合いによってきめてしまう （談合)」 「仕切る」 「すべての事項について多数決で決める」

などの日本的な習俗・慣習が存在するのではない畑

現に、この討論学習において、討論で仕切ることでグループの意見がまとまったことに自負を持っ

た生徒もいた。 （彼の班では意見が出し切れていないようであったが｡）また、多数決を多用したグル

ープもあった。

他者の考えや意見がわからない状況の中で、討論により自分の考えを相手と交換し合うことの重要

性を学ばせる必要性があるのではないだろうか。

そして、私は、物事を決定する手法として、多数決だけがあるわけでないことを生徒に強調した。

（意見を出し切った場合に最終的に多数決が利用されることもある｡）

今回の討論学習において、民主主義による物事の決定の仕方については、もつと多くの頻度で実施

する必要性を感じた。

その際に、内容面ではできるだけ多くの現代社会にかかわる政治経済的、倫理的、公共哲学的な知

識や考え方を注入することが必要である。

偏りのない中立で公正な価値判断を生徒が持てるように、討論だけでなく多様な論調のマスコミの

新聞や雑誌の記事を使った授業や課題学習が重要になってくる。生徒が、政治に参画するうえで過激

で偏った姿勢を取らないように考えさせる授業を試みることが大切である。そのことで、若年層の政

治参加を高めることにつながれば幸いである。ピケテイが指摘するように、経済的格差、政治・社会

的矛盾を解決し、よりよい社会を確立すること、そして、民主主義が現存する制度の中で最善のもの

であることを生徒に理解させることで、選挙に希望や期待感を持たすことが大切ではないだろうか。

そのことが、将来の若年層の低投票率を高めることになるであろう。

その際に、若年層は高齢者に比べて少数派になっているので、若年層と高年齢層にわかれた選挙制

度（あるいは世代別選挙制度）を作るのも一つの考えである。

（資本主義経済のメカニズムと問題・矛盾を図表・グラフから読み取る公民科教育）

第2に、資本主義や市場経済の経済現象における特徴・仕組み・メカニズムについてだけでなく、

甚だしい経済的格差を経時的･歴史的データや資料をもとに読み取る力をはぐくむことが大切である。

その際に、マクロ的（巨視的）な経済社会的問題・矛盾を有した事象に対してデータや資料にもとづ
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いて、対処するデータ処理能力が必要であると考える。

ピケテイが指摘するように、資料やデータをもとにして実証的・客観的に格差の問題に対処する姿

勢が求められる。

ところで上記のようにデータ処理能力を育成するために､以下の項目のように資料･データ・図表・

グラフを駆使することが求められる。

たとえば、資本主義や市場経済の特徴・仕組み・メカニズムについては、国内総生産に占める財政

支出の割合の推移、政府一般歳出に占める各予算項目の割合の変容、社会保障費に占める各構成項目

の推移、経時的な景気変動の変移、賃金上昇率の変動、物価と金利の中長期的メカニズム、為替と株

価の中長期的変動、経済成長率のメカニズム、国際収支の各項目の金額の推移、国債（債券）利回り

と財政赤字の関連のメカニズム、図表・グラフから経済社会的意味を読み取る力を高めたい。

次に、社会経済的な問題・矛盾を有する社会的事象については、オイルショックと物価の関連のメ

カニズム、バブル期の資産格差の分布の変遷、バブル崩壊後の長期不況におけるデフレや失業率の連

関の動学、政府債務残高の対GDP比の変動、正規社員・非正規社員の所得格差の分布の推移、教育

の格差の因果関係のメカニズムなどの図表やグラフから、資料・データを処理し、社会経済的に何が

問題であるか分析・考察させる。

★ラスティニャックのジレンマ

貧しい貴族ラステイニヤックは、前科者ヴォートランから刻苦勉励し法律家になるよりも、金持ち

の女性と結婚して巨額な相続財産を受け取るほうが社会的出世であると言われる。この彼のどちらの

人生を選択するかのジレンマのことを指している。

下記のグラフから､読み取れる結果は､19世紀にもつとも裕福な相続人1%(その世代のトップ1%

の遺産を相続する人々）が生涯通じて獲得できる資産は、下層階級の資産25-30倍だったことと、別

の言い方をすれば､親からまたは配偶者を介して遺産を相続した人は25-30人の家事使用人を生涯に

わたって雇えることが読み取れる。このような、能力主義に基づかない、出自による相続財産により

出世する社会は活力はないし民主的でない。そのような世襲資本主義が、21世紀に到来する可能性が

高いことをピケテイは記している。このグラフをもとに、顕著な格差社会の状況について生徒と一緒

に考えたい。
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（グローバル金融資本主義の仕組みと矛盾克服のための政策を分析考察させる公民科教育）

第3に、資本主義は高い生産性と満足度（効用）を有する効率性のすぐれた経済体制である。しか

し、資本主義の矛盾として、ピケテイが指摘しているように、資本収益率r>経済成長率gの進展に

より、資産（富） と所得の格差拡大は深刻化する。

このように、資本主義の長所と問題点の両方を克明に理解させることが大切である。

資本主義が金融グローバリズムにおいて変容したが、彼が言うように、相続財産の格差が顕著に拡

大していた100年前の世襲資本主義に近づいている。この新しい形のグローバル金融資本主義に対し

て､その特徴やメカニズム､社会にもたらす影響.矛盾に関して議論を活性化することが求められる。

この新しい形の資本主義を分析・考察させるための前提条件を挙げたい。

（1）まず､資本主義とは何か考えたい。資本主義は私有財産制度、市場経済、自由競争､商品経済、

利潤追求の自由から成り立っているが、アダムースミスの時代の自由主義経済（産業資本主義）

から独占資本主義を経て、ケインズの時代の混合経済（修正資本主義）に至っている。

それが、社会主義経済体制の崩壊ののちに、新自由主義の台頭とともに、グローバル化をとおし

た金融資本主義が勢いを増してきた。

（2）次に、資本主義の特徴は何か。長所としては、資源を効率的に最適配分し、経済成長をつうじ

経済のパイを拡大するとともに、国・社会を豊かにできることが考えられる。短所としては、前

記のように、所得・資産（富）の格差をもたらすことなどが挙げられる。

そこで、経済学者は、この格差を是正するために、社会保障制度などのセーフテイーネットに

よる所得の再分配を提唱する。

ピケティは、格差をともなわないで経済成長は可能であると指摘している。

それは、教育やイノベーションへの投資を促進することであると。

（3）最後に、現代の新しい形の資本主義である金融資本主義、カジノ資本主義について生徒に学ば

せる上での留意点について述べたい。その前提として、金融の果たす重要な役割について生徒に

理解させることが肝要である。

金融は、技術開発力のある生産性の高い部門に資金を重点的に配分し、競争力の強い経済部門

を育成させる。また、世界銀行などの公的な政府開発銀行は資金の不足している国家や社会のイ

ンフラ、教育、福祉などに、資金援助や融資をする役割を果たしている。このように、金融は本

来、実体経済を成り立たせる資源の適切な配分を媒介する役割を担っていた。

しかし、 1980年代から金融の役割は、金融の自由化を通してカネでカネをもうける方向に変わ

った。この事実の変化については、国際経済の授業を通して生徒に理解させたい。

アメリカの対外援助、資本輸出、軍事支出の巨大化により、大量のドルが流出した。そのこと

でIMF体制の動揺やドル危機を通じ、固定相場制から変動相場制に移行し、 ドルの流動性は過度

に高まった。そして、前記のとおり、石油危機以来、経済発展の担い手は、実体経済から金融経

済に変わった。このような状況の中で、為替相場の変動を利用して、カネがグローバルに国境を

越えて最大の収益を求め金融取引が活発化した。

2008年にサブプライムローンを証券化した商品の巨額なデフォルトの発生によるリーマンシ

ョックを通じ、バブルは崩壊し経済危機は他国へ蔓延した。

ところで、金融危機の現象面だけでなく、不均衡な世界経済秩序（グローバルインバランス）
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についても生徒に理解させることは必要であろう。 リーマンショックのようなアメリカ発生のグ

ローバル金融危機の原因が、経常収支が巨額な赤字国であるアメリカへの、外貨準備高の膨大な

中国などの新興国からの巨額な資本の輸出（大量の国債の購入など）にあると考えられている。

このことは、前連邦準備制度理事会(FRB)議長バーナンキが述べている。

アメリカの過剰債務と中国のような新興国の過剰蓄積を背景に持った国際経済秩序に、グロー

バルな金融危機の原因が内在しているということである。

そして、このような経済危機の解決のためには、アメリカの経常収支の赤字の削減と、中国の

拍車した資本輸出を抑えるための内需拡大が、このグローバルインバランスの解決策になるとい

う考えが必要になる。

さて、ヘッジファンドなどが金利、為替変動、通貨変動を利用して、巨額な国際資本移動をつ

うじあくなき収益を獲得している。世界の実体的なモノ・サービスのGDP総額をはるかにこえ

た投機マネーが、瞬時に世界を席巻する。

生徒は、投機マネーのグローバルな移動をつうじて、なぜこのように巨額な収益を得られるか

疑問に思うであろう。そこで、アジア危機の例を参考に、ヘッジファンドは、政変・経済混乱な

ど世界のあらゆる事件を投機（ばくち）の対象にしている。そのことから、タイなどのアジア諸

国がねらわれ、通貨を売り浴びせて通貨下落をもとに、巨利を得ていることを説明してもよいと

考える。

この金融資本主義、カジノ資本主義は、市場原理主義（新自由主義)、金融の自由化（金融の

規制緩和)、小さな政府をバックグランドとしている。

このような資本主義のメカニズムは、ピケテイが指摘するように、資本収益率rを最大限に高

め、資本収益率rと経済成長率（賃金の伸び率) gの差を顕著に拡大させる。

そして、資本収益率r>経済成長率（賃金の伸び率) gは常態化するであろう。相続財産は、

金融資本で稼得された収益の不均等な蓄積により膨大なものになる。このことにより、資本の固

定化・集中化をとおして資産格差の拡大は巨大化する。この過熱した投機活動は、今後も通貨危

機などが原因であるバブル崩壊をつうじ、大多数の国民を悲惨な経済状況に陥れるだろう。

このようなマネーゲームの帰結には、経済の倫理問題が問われると考える。

金融グローバリゼーションは、国家間の税制競争による資本税率の大幅な低下に支えられてい

る。今後、累進的な資本課税を導入し、金融資本規制を強化しないと、このような資産格差とそ

れにともなう所得格差を是正することは不可能である。このことを授業で説明する必要があろう。

その際に、特に戦後の国際経済史を通じて、 I岬体制の機能、意義とこの体制の動揺が意味し

ていることを理解させることが、生徒が国際金融資本主義の位置づけを理解するうえで重要であ

る。

その後、銀行は本来の実体経済への仲介業務からマネーの投機的取引に重点を置くことになっ

た。このマネーゲームにより、金融危機を通じてバブル崩壊をもたらし、その解決策として、金

融緩和を通して再度のバブルを発生させるということが繰り返される可能性が高い。このような

経済危機の状況と対策を、公正な経済の姿として解釈してもいいのであろう力も

金融市場は果たして､競争による資源の適切な配分に寄与しているのであろうか｡わたくしは、

大きな疑念を抱く。
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このことについては、生徒と一緒に考える大切な事柄であると感じる。

そのうえで、このようなグローバル金融資本主義の問題・矛盾を解決するためには、金融が本

来の役割にかえり、長期的的視点から実体経済の技術開発投資・研究開発に資金を投融資するよ

うに重点を置くべきであろう。そのうえで、金融資本規制の強化だけでなく、税制や社会規制を

考えさせる租税・社会保障教育が大切になってくると考える。

（日本の独自の格差問題をピケテイの理論と並立して考えさせる公民科教育）

第4に、ピケテイの研究は、格差問題を経済学においてメインな課題としてすえたことで経済学に

新しい旋風をもたらした。しかし、彼の主張がそのまま日本に当てはまるかどうか、 日本の国情を考

えて吟味する必要がある。このことは、公民科教育において留意したい点である。以下、 日本におけ

る格差問題の論点を例示したい。

（1） 日本の間接税の租税全体における割合がまだ欧州に比べて低いので、消費税の課税の割合を高

めても、 「広く薄く」国民に課税することになり、その収入で所得の再分配をつうじ経済的格差の

縮小に直結するのではないかという意見がある。

彼は、消費税は逆進性が高く、低所得者に負担が過重であると述べている。

（2） 日本ではトップ1％が占める所得シェアは、アメリカよりもかなり低いが、所得格差は長期不

況、非正規社員の増加などにより拡大し、低所得者は増大している。このようなことから、ピケ

テイが言うように高所得層に資産課税するよりも、所得税率が比較的低い年収1千万円強の中間

層に課税強化してもよいのではないかという主張もある。

（3） 日本の経済格差の深刻な問題点は、正規社員と非正規社員の賃金などを含めた格差である。非

正規社員の全労働者に対する割合は年々増加し現在40%程度である。このことは､経済上の競争

から起こっているのではなく、制度によって生まれていると言われている。

この制度により、一部の大企業の正社員が、労働組合をつうじ、政府に対して要求をし、正規

社員の地位・権益を維持する既得権益を持つ。

したがって、非正規社員の権益を守るためには、政治的な解決が必要になると考える。このよ

うな問題は、フランスにはない社会問題である。

（4） 日本の相続税の最高税率は、 55％と世界でも高く、米英よりも税の捕捉の範囲が広く累進的

であり、相続税は他国に比べて厳しいという意見がある。

金持ちが3代相続すれば、資産の蓄積がなくなるという主張である。

したがって、 日本が格差社会に向かうことはありえないということである。

しかし、現政権は子や孫への教育資金の贈与を1人あたり l,500万円まで非課税にしたが。本

当に、 日本は格差社会に向かわないのか、実証が必要である。

（5） 日本には、経営者と従業員の所得に大きな格差があるのを望まない風土がある。

また、米国のように破格の報酬を受け取る「スーパー経営者」はいない。

したがって、所得・富の極端な格差が起こりえないという主張がある。

しかし、このことが本当に言えるかどうか検証が必要であると考える。

★今後、経済学会でのピケティをめぐる論争はまだ続くと思われるが、論争の各段階において論争

の論点を把握することが必要であると考える。
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そして、本論文における提言をもとに、授業実践に生かしたい。

これからも、彼の研究を追跡し、公民科教育にどのように生かすか考察していきたいと思う。

※（1）週刊東洋経済2015. 1/31号pp.62～63

経済学は「分配」をどう考えてきたの脱

※（2） 「21世紀の資本」第10章資本所有の格差pp.370～371

※(3) ｢21世紀の資本」第1章所得と産出p.57

※（4） 日本人ためのピケテイ入門池田信夫箸東洋経済新報社p.35

※（5）週刊ダイヤモンド2015． 2． 14号 p.54

※（6）週刊ダイヤモンド 2015． 2. 14号 p.36

※(7) ｢21世紀の資本」第6章21世紀における資本と労働の分配p､226

※(8) ｢21世紀の資本」第6章21世紀における資本と労働の分配

21世紀の資本と労働の代替一弾性値が1より大きい p.229

※（9） 「21世紀の資本」第5章長期的に見た資本／所得比率p.201

※(10)週刊東洋経済2015. 1/31号p.55

※(11)週刊東洋経済2015. 1/31号p.71
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第一回研究例会【講演】

｢市民性教育(citizenshipeducation)」 としての宗教の学習

－その可能性と課題をイギリスの実践から考える

東京大学大学院准教授藤原聖子

腎

励
騨
醗
罹
詐

毎

日

ひ

ｋ

砂

民

呼

肖

Ｒ

ｆ

ｔ

１

一
》
一
一
一
一
輻
琿
一
一
一
一
一
』
一
一
一
一
一
鴎
日
睡
桝
殴
８
吋
唖
脾
，
Ｄ
Ｆ
Ｉ
，
１
１
１
．
．
飛
鞭
喝
ｑ
Ａ
Ｑ
１
Ｊ

Ｊ

このところ知識の暗記から、知識を運用して思考力を育成する教育に変えていか

ねばならないと言われておりまして、 日本学術会議でも、倫理について「考える市

民」を育成しなければならない、 と提言されています。本日は、その中で宗教学の

知見が役に立つことがないか、 という気持ちで来ております。今年は日本哲学会、

日本宗教学会、 日本倫理学会の3学会で、考える「倫理」の授業とはどのようなも

のかを検討するという合同企画をたてましたが、 日本哲学会でも、市民性教育（シ

テイズンシップ・エデュケーション）がこれからの倫理教育、哲学教育のあり方ではないか、考える市

民の育成が公民の教育に期待される、 というお話が大変な盛況であったと聞いております。先生方もこ

のような関心をお持ちかと思いまして、その中で宗教を取り上げることに関して、イギリスの例をご紹

介して、お役に立てればと思っています。

まず、 日本の公民科教科書における宗教の記述の特色に関して、特に「宗教と暴力」の問題について

どのように扱っているかということについてお話します。次に、イギリスの宗教教育ではどうなのか、

とくにイギリスの「宗教」の授業の目的が異文化理解から市民性教育に変わってきており、そこでは宗

教の取り上げ方にかなり違いが出てきているということについてお話します。 「宗教」の授業では学習成

果をどう評価するのか、 というご質問をよくいただきますが、イギリスでは段階別で評価しますし、入

試の科目にも「宗教」があります。そういった評価が考える授業で可能なのか、もお伝えしたいと思い

ます。また、このイギリスの取り組みについて、宗教学からみて気になるところ、そのままでは日本に

導入できないだろうというところも、最後に少しお話したいと思っております。

1． 「倫理」教科書の宗教記述の問題

まず日本の現状からお話しいたします。 日本の公民の教科書において、宗教というものがどう描かれ

ているか、その特色についてです。

私は、 「倫理」の教科書の執筆に加わるまでは、おそらく多くの方と同じように、教科書に書かれてい

ることは正しいと信じて受け取っていいだろうと思っていました。ところが、 10カ国において宗教はど

う扱われているかを共同で研究しましたら、どうやら日本の教科書はかなり変わっているということが

見えてきましたので、そのことを岩波新書で書いて、世に問うたのです。

その拙著の中で書きましたことを手短にまとめますと、 「倫理」の教科書は宗教を序列化しています。

民族宗教と言われてきた宗教より、世界宗教の方が上という前提で書かれています。浄土宗の方々から

も、なぜ法然より親鴬が優れていると書かれるのかと疑問が出されているところですが、そのような箇
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所があらゆるところにあります。また、宗教を一面化しています。たとえば、愛や平和がこの宗教の中

心である、 といった記述は、宗教に関して誤解を生じさせる可能性があるほど一面的です。

これは日本の公立の教育で使われる公民科の教科書ですから、宗教に関しては中立的であるべきだし、

それを前提にして使っていらっしゃると思います。宗教教育は、宗教知識教育と宗教的情操教育、宗派

教育に分けられますけれども、公立では政教分離の原則を守って宗教知識教育しか行っていないはず、

という前提で教科書はつくられ、使われています。 しかし、国際比較をしますと、 日本のように宗教を

序列化している国の方がむしろ稀であることが見えてきました。それにもかかわらず、価値教育、宗派

教育と誰も気がつかないうちにそれが行われていることが、まさに問題ではないでしょうか。

その原因のひとつは、 「倫理」の教科書の、先哲に学んで自己を陶冶するというスタイルです。 さかの

ぼれば大正教養主義に至ると思われます。そこから一部の偉人や宗教の生き方だけが強調されるという

傾向が出てきた。教養主義そのものは悪いとは言えないと思うのですが、教養主義の発想で宗教を語り

ますと必然的に宗教を序列化してしまいます。子どもたちにモデルとしてほしい価値や人物に合う宗教

が上に来て、それに合わない宗教は出てこない、 ということがあり得ます。

これまでの教科書が序列化や差別を気にかけなかったのは、宗教を思想として捉えてきたことがもう

一つの原因です。これは、倫理という科目が哲学・倫理学を前提にしていることが非常に大きいと思う

のですが、宗教を思想として捉え、生きた信仰の対象とは見ていなかったのです。 しかし、 ヒンドゥー

教や上座部仏教にも信者がいますね。たとえば、仏教はヒンドゥー教（バラモン教）を乗り越えてでき

たものだと、 ヒンドゥーの信者がクラスの中にいた場合には教師はなかなかそう言いにくいと思うので

すが、 日本の教科書はそういう状況を想定して書かれてこなかったわけですね。

この先哲に学ぶというスタイルで、一部の人物のみが偉人化されているということに次いで、もうひ

とつの問題は、 ソクラテスやプラトンを学ぶのと同じようにイエスやブッダも取り上げるので、それら

の宗教の開祖のエピソードがまるで歴史的事実のように書かれていることですね。外国の教科書を見て

みますと、その点、つまり聖書に書かれていることがすべて史的事実かどうかは共通了解でないことが

踏まえられているわけですが、 日本の「倫理」の教科書ではそうであるかのような書き方になっていま

す。外国から見たら、 日本の「倫理」の教科書が宗教系私立用の宗教科の教科書に見えてしまうという

ことなのです。

それから、宗教には救済という側面があるにもかかわらず、 日本の「倫理」の教科書では宗教の対人

関係としての倫理面ばかりがクローズアップされ、それが宗教だと思い込んでしまう可能性があります。

宗教学から見ますとこのことも問題ではないかと思います。

また、センター試験は記号を選択させる出題で、正解がひとつになっていますし、教科書も何が正解

かわかるようなスタイルが好まれているというのが、 日本の公民科としての「倫理」の現状かと思われ

ます。

私の考えは、あくまで理想ですが、ひとつの正解よりも複数の見解を併記すること、暗記より思考力

の育成を重視することが、公民科において重要なのだろうと思います。つけ加えるなら、いろいろな宗

教の信者と同じ社会、グローバル社会と言われる社会に暮らしているということをどこかで意識したよ

うな記述、せまい領土で日本人だけが暮らしているわけではなく、いろいろな子どもがクラスにいる可

能性がある、いろいろな信仰を持ついろいろな国籍の人と出会い得ることを前提とした記述が必要です

ね。
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宗教に関して、国際的にみて何が偏見や差別とされるのかが、まだまだ認識されてないのかなと思い

ます。これは私も教科書を見てはじめて気が付いたことがたくさんあります。このことに関して議論を

共有して、その成果を記述に反映させていく必要があると思われます。

日本の教科書は宗教を序列化していることが問題だ、 と言いました。ただし、良いとか悪いとか一切

言ってはいけない、 というわけではないと思います。相対主義でなければならない、 ということはない

と思うのですが、 しかし教科書がひとつの正解を示すということにはやはり問題があります。そこはま

さしく生徒に考えさせるところであり、生徒自身に自分の意見を述べさせ、議論させるのが思考力云々

と言われる教育のスタイルなのではないかと思われます。

これにマッチするように行われているイギリスの教育の実践を、ご紹介したいと思っていますが、そ

の前に、 日本の事例をご紹介します。

2． 「宗教と暴力」の関係を教科書はどう描いているか

昨今の国際状況を見ますと、 「宗教と暴力」 というテーマをどうやって子どもたちに教えるかが、 とて

も重要になっていると思われます。海外の研究者から、あなたの国ではどうですかと聞かれて、これに

ついて教科書を分析する共同研究をすることになりました。

これには私自身の経験も非常に大きく関わっています。私は「倫理」の教科書の執筆において、 「現代

の諸課題と倫理」 という章の、 「文化と宗教」 という部分を担当しました。 2001年の同時多発テロ事件以

降、宗教と暴力に関する議論が盛んだから、イスラムに対する偏見に注意しながらもイスラム原理主義

と言われてきた現象について知ってほしいと考えて構成しました。 ところが、教科書検定で、宗教とテ

ロは関係ない、そのような書き方は困る、その箇所を全部変えてくださいという意見がつきました。

特に問題になったのは、 「なぜテロを正当化する宗教があるのか」 というコラムと 「宗教の復興」に関

するコラムです。プリントでご覧いただいているものですが、それらの文章の中に、宗教はテロを正当

化するとか、あるいはテロは正当防衛であるという記述があるというのが検定で問題になりました。私

は決してテロは正当防衛だと自ら言ったわけではなく、そういうことを言っている人たちがいますけれ

ども、それはなぜでしょうか、 という書き方をしたのです。しかし、文科省としては困る、文科省は、

テロと宗教は別である、テロは決して許されないし、テロを正当化する宗教は存在しない、 という認識

だというのです。私は、テロを宗教が正当化することもあるという意見もあるし、テロと宗教は関係な

いと考える立場もある、 と両論併記すればいいのではないかと思ってこれを書いたわけですね。それか

ら、なぜこういったことになるのかという背景を説明することによって、 この背景について一理あると

考える人たちもいるのだ、 という説明をしたのです。けれども、そういった、物の見方の多様性を示す

書き方は全く理解されませんでした。

このような意見が他のコラムについてもつけられ、その後に教科書の出版社の担当者の人と編集長に

呼ばれ、テロには絶対にふれないでくださいと言われました。私が抵抗して教科書が検定を通らなかっ

たら、出版社は大きな損害を被ってしまうので、 「宗教と文化」の項目については無難な事例に変えまし

た。 しかし、今の教科書で現代社会の平和について扱われている箇所で、同時多発テロ事件に全くふれ

ないのも不自然なので、それだけは入れさせてくださいとお願いしたのです。そうしましたら、教科書

の最後の最後に小さいコラムをつくっていただきまして、近年のテロや紛争にはどのような背景がある

のかという説明を数行入れることができました。ただし、そのコラムのなかで、宗教やイスラムに言及
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してはいけないという制限つきでした。宗教とテロの言葉は同じページの中にあるのもダメということ

です。

検定で不合格だった教科書の再申請が1年後になるかもしれないというような話がありますね。そう

いった変更があると、教科書会社は今よりも守りの姿勢に入って、最初から文科省や政府の見解に合わ

せた教科書を作りたがるのではないか、 と思われます。今回の私のような冒険はさせてくれないだろう

と思うのです。ますます多様性は失われていくだろう、政府の見解に合わせたものになっていくだろう

ということが予期されます。

外国から共同研究しませんかというお声がかったのが、 この検定意見がついた後です。それを聞いて

他の教科書はどうなっているのだろうと思い、一通り見てみました。その結果、 「倫理」の教科書では、

「宗教と暴力」の話題については、テロ・民族対立・宗教対立という言葉は使われるものの、そのどれ

もが非常に抽象的で一般的な記述にとどまっている、 という特徴が見られました。テロや暴力的対立と

いう文脈で、同時多発テロ事件やフランスのスカーフ事件など具体的な事件や、イスラムなど特定の宗

教がでてくることはありません。 6社の教科書の中で同時多発テロ事件の画像を載せているのは一社だ

けでした。それも本文中にはその説明が全くなく、写真のキャプションもシンプルです。

公民の他の教科書ではどうなのか、見てみました。 「政治経済」の教科書では、私が見た限りではすべ

て同時多発テロに関する言及があります。ただし、そのすべてが、冷戦終結後はアメリカ単独行動主義

に移行したという文脈の中で、非常に淡々とした事実記述なのです。なぜテロが起きたのかということ

の背景説明もないし、その事件と宗教の関係に関する記述は政治経済の教科書にはないのです。

「現代社会」の教科書では、政経と同じように同時多発テロ事件は出てくるのですが、やはり簡単な

事実記述だけになっています。また、政経の教科書では「原理主義」 という言葉が一切無くなっている

ようですが、現社の方では残っていますね。原理主義という言葉は差別的で誤解を生むような表現だか

らやめようということになったのですが。その一方で、倫理や政経になくて現社の教科書にだけ出てく

るものとして、一部の教科書にとどまりますが、カルト問題を論じているものがあります。たとえばあ

る教科書では、 「信仰と宗教」 というタイトルで、 「信仰が先鋭化した宗教集団は、社会との対立や社会

からの離脱を招くことがある。狂信的な信者からなる教団は「カルト」とよばれ、洗脳によって神秘的・

排他的な集団を形成し、特殊な能力・才能をもっていると自称する教祖への絶対服従を特徴とする｣、カ

ルトに気をつけよう、 ということを子どもたちに説いています。ただしそこでオウム真理教などには触

れないのですね。特定の教団名は出てこないのです。それに対して「日本史」の教科書にはオウム真理

教が出てきますが、これは1995年に地下鉄サリン事件が起こりましたという文脈で出てくるだけで、宗

教問題としてとりあげられてはいません。

もう一度「倫理」の教科書に立ち返ってみますと、 「倫理」の教科書にはオウムも出てこない、アルカ

イダも出てこないのですが、それらが出てこない代わりに、 「宗教」の定義がオウムやアルカイダの事件

を受けて、変わってきているのではないかということに気づきました。現行のある教科書では、 「世界の

宗教にはさまざまな教えが説かれているが、それらの信仰に命の根源に対する畏敬と感謝の心がこめら

れている点では、人類に共通する普遍的な文化といえよう」、現社の教科書でも「宗教は本来、人々の心

の安定や平和を目ざすものである」などと記されたものがあります。つまり、宗教の本質は命や平和を

大事にすることだと、宗教とはそういうものだ、宗教はそうあるべきなのだ、 という宗教観が打ち出さ

れる傾向というのは、私はまだ徹底的には調べていないのですが、以前はなかった、ごく最近起こって
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きたことではないかと見ています。

このような形ではない宗教の定義として、どのようなものがあるかと言いますと、現在使われている

「倫理」教科書でも、 「宗教は、 この世をこえた真の正義や真理の方からこの世の人々の営みを照らし、

この世の成り立ちや善悪の基準、人生の意味、より善い生き方などを説くことにより、現世の利害に執

着しがちな私たちの迷いをさまし、人々の魂を救済しようとする｣、 と記すものがあります。

ふつうに言う命や平和などは、大事だけれどもあくまで現世的な価値であって、宗教はそれらを超え

たところから現世の人たちに対してメッセージを送っている、現世を超えたところから自分たちの社会

を見ているというような定義が、テロ事件など経てなくなってきているのではないかということなので

す。

オウム真理教の地下鉄サリン事件が起こる前のある「倫理」教科書では、こういった記述がありまし

た。導入が「若者と宗教」 という章になっていて、長崎の隠れキリシタンの殉教の話が例として挙がっ

ているものです｡最年少の殉教者であるルドビコ茨木のエピソードが書かれていて､この12歳の少年を、

自分の命を差し出すまで強くしたキリスト教とはいったいなんなのでしょうかと呼びかけて、宗教につ

いてこれから学びましょうと誘っているのですが、サリン事件後の改訂版ではこのエピソードがそっく

りなくなっているのです。このような傾向が、その後、だんだん強くなってきているのではないかと推

測しています。

ここまでをまとめます。 日本の教科書は、 「宗教と暴力」の問題を論じる場合は、宗教を一般化・抽象

化して、特定の宗教の教団の名称は出さない傾向があるということです。イスラム、アルカイダ、オウ

ムなどの名を出す場合はそれらにまつわる歴史的事件があったことを述べているだけで、宗教を主題化

することはない。つまり、宗教を主題化する場合には特定の宗教名を出さない。特定の宗教名を出す場

合は宗教の話をしていない時に限る、 といった関係になっているのです。そして、宗教とは本来命を大

事にするもの、 と宗教を一面的に規定する教科書が今後増えていくのではないか、 と思われる状況が今

の日本にあります。

3．多文化主義から市民性教育へと変わるイギリスの教育

イギリスの教科書は、市民性教育として宗教を取り上げているということで、ひとつ国際的なモデル

ケースになるものと思われますが、その中でこの「宗教と暴力」 という非常に難しいテーマをいったい

どうやって扱っているのか、 ということを次にお話します。

先に、イギリスの宗教科がなぜ日本の公立の学校の教育にとって参考になるかを申し上げます。宗教

教育というと日本ではキリスト教の学校、仏教の学校で行われている「宗教」の時間などをイメージし

てしまいますけれども、イギリスの場合は「宗教」の授業を公立校でも必修で行っています。 日本の公

民科や社会科に近いといいましょうか。逆に、イギリスでは「道徳」 も「倫理」もありません。その代

わりに「宗教」の授業をやってきたのです。イギリスは国教制の国ですから、最初こそ宗派教育の要素

がありましたが、現在はそういうことはなく、宗教的に中立的な教育を目指しています。そして、 日本

の「宗教」の授業との大きな違いは、それが中学高校の修了試験や大学入試の科目になっており、その

評価は点数化され、 しかもその出題形式が知識の記号選択でなく、考える力を見る論述式の問題となっ

ていることです。そして2000年代後半から、このイギリスの「宗教」の授業が市民性教育的なものに変

わってきているのです。この点で、参考になると思います。
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2000年代に入るまでは異文化理解教育的な教育が宗教科で行われていたのです。なぜこれを市民性教

育の方に変えていったのか。イギリスの中等教育でも、 「宗教と暴力」のテーマは敬遠されていました。

クラスにムスリムの子がいるのに、テロ事件はやはり教えにくいですよね。先生はどうやっていいのか

わからない。しかし、2001年の同時多発テロ事件、さらに2005年のロンドンの同時多発テロ事件をうけ

て、取り上げないわけにはいかない、 ということになりました。

そしてまた、多文化主義政策の限界が指摘されるようになりました。多文化主義政策は社会を民族集

団ごとに分断した、その結果、摩擦が増しただけではないかと、批判されるようになったのです。みん

な違ってみんないいという発想でいろんな文化を学びましょう、 とするだけでは社会がまとまらなくな

ってしまった。そこで多文化主義に対応する教育だった、異文化理解教育を見直さざるをえなくなった

のです。

地域社会として、イギリスという国家として、さらにグローバルな世

界でみんながまとまらなくてはいけない。そこで、教育省が「共同体の

結束communitycohesion」を推進する教育を義務づけました。特に宗教

科の役割は大きいと期待されるようになりました。なぜイギリスの国内

のイスラムの人たちが不満を持つのか、なぜ対立が起こるのか。宗教の

授業の目的を、みんなが助け合い、団結するものに変えてほしいという

ことで、それが新たな役割になったということです。そこで、多文化主ことで、それが新たな役割になったということです。そこで、多文化主義政策に対応するかつての異文

化理解教育から、一歩進めて、市民性教育として「共同体の結束」という学習目標を掲げるようになっ

たのです。自分は社会の中の一市民である、みんなで一緒によりよい社会を築いていくのだ、そのため

の役割を一人ひとりが果たすのだという方向に転換することになりました。

イギリスの宗教教育の変遷に関してざっと簡単に補足的に申します。国教制があるために、 19世紀に

近代的な学校制度ができたのですが、その時はほとんどの公立校で、道徳の授業のかわりに宗教教育が

行われていました。これは完全に宗派教育です。 1944年に教育法ができまして、それまで慣行的に行わ

れていた「宗教」の授業が、必修として規定されました。内容は依然として聖書の勉強です。クリスチ

ャンの子どもたちにキリスト教のことを教えていたのですが、その後移民が増加していき、異文化理解

の重要性が説かれるようになります。それが70年代からです。キリスト教だけではなく、世界のいろい

ろな宗教を知っておかなくてはいけませんね、 といった授業に変わっていきます。さらにサッチャー政

権時代の1988年に教育法の改革がありまして、イギリスの伝統宗教はキリスト教であることはふまえて

ほしいが、国内に多い5宗教、ユダヤ教、イスラム、 ヒンドゥー教、仏教、シク教について、必ず教え

ることが明記されます。 ところが、この5宗教について異文化理解の観点から教育を進めていたのに、

依然として暴動が起きる。国内でテロも起きてしまった、 ということで、 2007年以降、 「共同体の結束」

の推進が教育の義務になったというのが経緯です。

異文化理解型から市民性教育型への転換について理論的に申し上げます。イギリスでは、 「市民性

citlzenship」の授業も導入されています。 「宗教」の授業とは別に、 2000年代に新しくできたのですけ

れども、それ以降、宗教教育もまた市民性教育に非常に近づいてきています。これは、異文化理解が必

要ではない、 ということではありません。市民性教育でも異文化理解的に宗教を理解しようとするので

すが、互いの文化を理解して認め合うだけでなく、いろいろな宗教を信じているまわりの人たちと共通

の問題を一緒に解決しよう、そのために社会に主体的に参加しようというように、共同体内で議論して
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協力しあうことが求められています。共同体結束のための考える教育ということです。やや専門的な言

葉で、 issue-orientedやcommunityofinquiryと呼ばれる、問題探求型のアプローチ、あるいは社会問

題の協働による解決を意識したアプローチが導入され、共同体結束のための考える市民をつくる教育が

展開されているのです。

異文化理解教育は人類学の理論に基づいていたと考えられます。 クリフォード・ギアツのような方法

だったのです。文化相対主義といいますか、他の宗教のことを知りましょう、文化はそれぞれであると

認めなくてはいけませんね、 という教育だったのです。それが、マイケル・サンデル流の政治哲学的な

教育に変わってきているのです。 日々の生活の中で直面する難問において、君ならどうする、なにが正

しい行いなのか、君の判断根拠は、なぜそのような行為を選ぶのか、理由は何かと生徒に投げかけて、

生徒から活発な議論を引き出して、その判断の倫理的正当性を確認させる。あるいは、それはいいのか

どうかを考えさせる、 という授業に変わってきているということです。 この教育の転換は、宗教に関し

ては以下のような変化を生んでいます。それまでデリケートで意見が分かれやすいから先生たちも取り

上げにくかった、宗教とテロの問題、パレスチナ問題、インドからの移民がたくさんいるので取り上げ

にくかったカースト制などの問題を、積極的に取り上げるようになってきました。もちろん、そのよう

なテーマをただやってくださいと言われても、先生たちもいきなりはできないので、サポートするいろ

いろな組織ができあがっています。代表的なものとしては、 「レジリエンス・プロジェクト」があげられ

ます。テロや大震災の後、コミュニティが崩壊の危機に晒されたとき、いかに粘り強く立ち上がってい

くかという場面で求められる柔軟性、耐久性のことを「レリジエンス」 といいます。その観点から、 「宗

教」の授業を展開しようという先生たちをサポートする組織が立ち上がりました。細かい授業例や課題

例が紹介されて、そのメンバーになると相談ができる、同じ先生たちとディスカッションすることがで

きるといったサポート組織です。

4．市民性教育型の「宗教」の教科書

教科書の記述も変化してきています。ご紹介する例はみな中学3年生用のもので、アクティブ・ラー

ニングに対応した教科書になっているのですが、載っている課題やアクテイビテイには3つの傾向があ

ります。ひとつは、信者を助ける、また、信者と自分の価値の異同に気づかせ、信者に対して共感を持

たせる、 というものです。たとえば、同じイギリスに住んでいる同年齢のムスリムがイスラムの戒律を

守る上で、どのようなトラブルに直面しうるかということを考えさせ、その解決方法を提案するガイド

ブックをグループで作りましょう、 というアクテイビティです。まず、 1日5回の礼拝はなぜ、どのよ

うに行われるのか調べさせます。授業の間に礼拝の時間がきたらどうしたらいいのだろう。礼拝をして

いるとき、ムスリムではない子どもたちがからかってきたらどうするか。そのような問題をどう克服す

るか、ムスリム以外の子どもたちにも考えさせるのです。その後、 自分が親から何を教えられたか振り

返ってみてください…テーブルマナーとか、礼儀は重要とか、これはやっていい、やってはいけないと

か学びましたね…そのような尊重しなければいけない価値として親から学んだものを思い出してリスト

にしましょう…それとイスラムの戒律を見比べてみてください…という課題が続いています。

次は､宗教を今の私たちの社会的な問題の解決に役立たせるという課題です｡たとえばいじめの問題。

なぜクリスチャンはいじめをすべきでないのか、いじめられっ子を助けるべきなのか、説明する広告を

つくってください、 という課題があります。 さらに、クリスチャンはいじめっ子にも愛を示すべきか、
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2人組で考えてください、 という課題もあります。 日本の「倫理」の教科書には、 1番目の考え方はあ

ると思うのですが、 2番目はないのですね。イギリスの教科書には、 この課題とともに、いじめを考え

る上で参考になる聖書からの引用がなされており、このような課題について、根拠として聖書を引きな

がら、クリスチャンの子どもたちもそうでない子どもたちも一緒に考えられるようにしています。キリ

スト教の考え方を実際の社会の問題に役立たせる、実際に具体例を用いながら、ただしそのやり方は一

通りではなく、いろいろ考えさせてみるということですね。

もうひとつ、社会的倫理的問題に関して、宗教の意見を入れた討議をシミュレーションするというタ

イプの課題があります。例えば死刑について考える単元で、死刑に対する各宗教の信者のいろいろな見

解、あるいは無宗教の人の見解をまとめた「情報ファイル」を作成してください、各宗教の教えや信仰、

死刑の是非に関する世論調査、 さらに自分の意見を加えてください、 という課題です。この課題と同じ

ような形で、安楽死や自殺講助について考える単元もあります。議会が、安楽死や自殺常助について法

律を制定するとき、いろいろな宗教の人たちの意見も考慮に入れるべきかどうか考えてください。答え

には理由や例をつけて意見を述べてください、という課題です。宗教の考え方も、無宗教といいますか、

世俗的な考え方と同じひとつの意見として並べて、その価値観について議論をして､最終的に評価する、

自分の意見を言うわけです。そういったシミュレーションを実際にクラスの中でやることが求められて

います。討議民主主義で想定されているのとはこういったことなのですね。中絶とか安楽死とかSOL、死

刑や同性愛の問題、婚外交渉や避妊、戦争と平和、ジハード、 ISや動物の権利、環境問題、貧困格差な

どの問題に関して、賛成意見と反対意見と、それぞれの宗教の教義上の根拠を示すことを求められてい

るわけです。中絶に関してクリスチャンにも容認する人もいれば反対する人もいる。クリスチャンだか

ら容認するのならどうして容認しているのか。それは彼らの信じるキリスト教の教えと、どう結び付い

ているのか。絶対反対だという人たちは、キリスト教のどの教えから主張しているのか。これらを調べ

させて、それに基づいて、どちらの考え方に君は賛成しますかと子どもたちに問う。意見の違う人たち

と共に議論をすることが、授業の中で実践されているのが、市民性教育型の「宗教」の授業の典型的な

例だと思います。

このような宗教教育の理論的な背景として、ハーバーマスやサンデルの言っていることが、宗教教育

という狭い範囲の話ではなく、思想界全体、社会科学系のものも含めて動かしているということがあげ

られます。ハーバーマスのいう、信仰を持つ市民と持たない市民の考え方の政治的な交流を実際にやっ

てみた、それがイギリスの「宗教」の授業になっているということです。マイケル・サンデルの『これ

からの「正義」の話をしよう』に、宗教の信条を倫理的判断の根拠とする人びとが加わっているという

のが現在のイギリスの状況ということです。

5． 「宗教と暴力」について考えるアクティビティ

それでは、 このような授業や教科書で「宗教と暴力」のテーマがどのように取り上げられているか。

イギリスでは教科書検定制度はなく、 自由に作られています。例えば、戦争は正当化されるかというテ

ーマ。宗教というものは本来的に平和を愛するものです、という日本の教科書にある一般命題ではなく、

キリスト教とかイスラム、あるいはシク教やユダヤ教は正戦論（聖戦ではなく、倫理的に正当化できる

戦争という意味）を伝統的に持っていて、戦争の中にはこれらの宗教において正当化されるものがある、

それには理由がある、戦争に関して伝統的かつ哲学的な議論が各宗教の中にあると紹介しているわけで
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す。 日本では非暴力の文脈でしか引用されないキング牧師が殉教肯定者、信仰のためなら命を捨てられ

るという意見のモデルとして掲載されていたりします。

Canterroristsbereliglous？というタイトルの単元もあります。ちょっと訳しづらかったですが、

テロリストが宗教的な人ということはありえるか、 という題です。ここではテロの問題が取り上げられ

ていて、この教科書では同時多発テロの図版が非常に大きく掲載されています。それと別に、宗教の名

前が特定できるかたちでテロ事件が起きていることが紹介されており、オウム真理教のことも書いてあ

ります。仏教、キリスト教、 ヒンドゥー教、ユダヤ教、イスラム、シク教、それぞれ特定できる形で、

どの宗教も最近、大きな暴力的事件を起こしたという紹介から、この単元が始まっています。宗教と暴

力の結び付きが多様であるということに気づかせて、一つひとつ検討させるところですね。また、テロ

は果たして戦争のうちに入るかという課題があって、それに関して自分の意見に理由をつけて述べてみ

てください、 というようなものもあります。教員用の指導書では、正戦論の単元で学んだ基準をつかっ

て生徒はテロを評価すべきであるとされていまして、つまり、抽象論としてテロはやっていいことか、

やってはいけないのかを問うのではなく、実際にテロと言われている事件を取り上げて、その事件に関

してその宗教の正戦論の基準に合わせ、これは正戦と言えるのかどうか、生徒に評価させようとしてい

ます。正戦の基準とは、事態を改善することを目的としなければならない、 目的を達成するために必要

な以上の兵力を使ってはいけない、一般市民を無意味に殺してはいけないといった条件です。さすがに

指導書の方では、子どもたちが自分で考えた結果なら、どんな答えに行き着いてもいいということでは

なく、最終的にはテロは正当化できないと結論づけるでしょう、という表現になっていましたが、まず

は一人ひとりに一から考えてもらうというのがこの教育の試みです。

先のアクテイビテイでは、宗教とテロの関係に関する多様な考え方に対して、どういったものにあな

たは賛成しますかという課題がありますが、そこではネットを利用して宗教とテロに関係する情報を探

しなさい、 と記されています。ネットを使って探しますと、あらかじめブロックしていない限り、おそ

らく過激思想のページも出てくると思いますが、そういうものを生徒が見ることも前提としつつ課題と

して出しているということです。そのような情報を生徒が持ってきたとき、先生がどう対応するかを準

備することが求められているわけです。さらに先のアクティビテイでは、 「宗教的なテロは存在しない」

という発言について、その論理をその反対意見も含め考えてみよう、あなたの意見はどういうものです

か、という課題があります。そして章のまとめでは、グループワークが

入っていまして､平和を推進するいろいろな宗教組織のためのウェブサ

イトをデザインしてみよう、という課題がありました｡戦争については、

いろいろな宗教がいろいろな意見を持っている。それを正当化する論理

を持っている宗教もある。そういったことを知った上で、みんなで平和

を構築するために何をどうしたらいいか､グループで考えてみようとい

う流れになっているわけです。

ここまでをまとめますと、宗教と戦争、テロを取り上げるにあたって、イギリスの教科書には以下の

傾向があると思います。宗教内での殺害や戦争を正当化する合理的な、哲学的な論理、つまり正戦論が

あるということを知るということです。それを知ったうえで、宗教や事例を特定して、その正戦論に照

らしてその事件が、その宗教の内部の論理に沿って正しいといえるかどうか、評価させる。そして、い

かなる論理でも許されない暴力のケースについては、その防止に向けて各宗教の人たちをどう説得する
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か考えて、討議シミュレーションをするという方法で、 「宗教と暴力」 というテーマに、市民性教育とし

て取り組んでいるということです。その場合、宗教というのはこういうものだと、あらかじめ決めつけ

ないで、定義しないでやっているということです。

このような授業においてどう学習成果を評価するか、 という例もご紹介します。到達目標を明確にし

て、相互評価、 自己評価をする。中学生の教科書にも相互評価表が掲載されています。これは、各章の

まとめの課題をやったときに必ずついてくるもので、グループの目標達成度の評価をした後、他のグル

ープメンバーに対してどのレベルに達しているか○をつけて評価してもらう表もあります。 自己評価表

もありまして、それぞれの項目に関して、 自分はこれができるとかできないとかチェックさせていくと

いうものです。

自己評価と相互評価は子どもたちによる相互評価なのですが、それに対して教員側の方は、最終的に

試験問題になるわけですが、それをどうやっているのか。 日本のセンター試験に該当するA-LevelExam

というものがあります。 これは日本でも参考になると思った試験問題で、学術会議の提言の中にも一部

入れたものです。新宗教に関する設問や、いわゆる終末論に関して説明せよといった問題が、思考力を

問う、なおかつ「倫理」的、 「現代社会」的な宗教の試験の例と思います。また、非常に詳細な点数配分

例がありまして、賛成意見、反対意見それぞれの例、スペルや文法に対する配点もありまして、それが

最大で何点といった形式で、採点していくことになっています。 これはコンピュータではなく、担当者

が一つひとつ見て、つけているものですね。 自分の意見を述べていいのですが、その根拠づけが成功し

ているかどうかが点数化されているのです。意見は何でもいいのです。賛成するでも反対するでも。 し

かし、それをしっかり根拠をつけて述べているか、そこが成功しているかどうか。そこが点数になって

くるということです。

6．市民性教育型も問題がないわけではない

以上の通り、市民性教育型の宗教の授業として、世界のモデルとなることをイギリスはやっているの

ですが、宗教学からみるとちょっと気になるところもあります。

異文化理解教育は、理解し合えば仲良くなれますよね、 という発想だった。それがうまくいかなった

ものだから、市民性教育に変わり、今までご紹介したような課題が出てきました。信者に対し積極的に

関わるものが目立ってきました。なおかつ他人の宗教はそれでいい、ではなくて、それに評価を下すの

ですね。ただし、二宗教間で宗教全体を比較させ、序列化するのではなくて、死刑の問題とか暴力の問

題をふくむ特定の問題について宗教の考えを出し、そのうちどれがいいかという形で、評価を下すので

す。

しかし、よく見てみますと、 これはやって大丈夫かと思う課題も中にはあります。 この課題は、クル

アーンとハディース、ムハンマドの言行録からの引用で、お年寄りに敬意を示しなさい、 とか、男性は

未婚女性とは2人きりになってはいけないなどというものが並んでいて、その中からあなたが賛成する

教えを3つ、反対する教えを3つ挙げて、その理由や例を示しなさいというものです。 しかし、クラス

にムスリムの生徒がいたらどうでしょう。 クルアーンを否定させているわけですので。ムスリムにとっ

て、 クルアーンは非の打ち所のないものですが、どれに反対するか言わせてしまうことになります。

これは何を示唆しているかといいますと、イギリスの教育は、中立といえば中立に行われているので

すが、 どこかに世俗主義の観点といいますか、宗教を信じていない人がつくっているところが、透けて
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見えてしまうのです。そこが、信仰の篤いムスリムが非常に困る点なのです。 こんな課題をやらされる

のならこの子たちは公立校に通わせられない、そう言って、ムスリムの親たちがイスラム校に子どもた

ちを通わせるようになるのです。そうすると、社会が分断されてしまいかねない。 ということでは、イ

ギリスの市民性教育の授業もまだまだ、 目的に照らしては不十分なところがあります。

また、 目的に照らすというところでは、やはりどこかこの「宗教」の授業も宗教を利用しているとこ

ろがあります。宗教学からみますと、宗教の公共の福利に役立つ面ばかりが強調され、それに伴ってど

の宗教も似通った書き方になっているのは気になります。どの宗教も環境保護に熱心だとか、貧しい人

を助けているとか、相互扶助しています、 というように、説明が似通ってくるということがあります。

また、 これらの教育ではどの信者も、聖典とか教会の権威を根拠に倫理的判断を下していて、それで

行動に移している、 という描き方になっています。ムスリムはクルアーンにこう書いてあるからこう行

動するのだ、 という一種のステレオタイプが、イスラムだけでなく全宗教にあるように見える書き方に

なっているのです。何だか信者がロボット的になっているようで、やや違和感のあるところです。

今日ご紹介したようなイギリスの授業と同じことを日本でするのは、宗教の授業に割ける時間数が違

いますし、生徒も教員も宗教慣れしていない、社会的に宗教にあまり接しないところではかえって大変

なことになるように感じますけれども、 日本とイギリスで共通する課題もあると思います。それは宗教

をリスペクトしながら教えるというのはどういうことか、 という課題です。宗教を尊重しながら信仰を

持ちなさいというのではなく、宗教をリスペクトしながら教えるというのはどういうことかに関して2

つの考え方があるということです。ひとつは、まさに社会で求められていることに応じている部分に注

目させることがその宗教をリスペクトすることになるのか。それと反対の特徴をもつ宗教にも、それな

りの理由があるということで敬意を払うのか、 という課題です。

今回、宗教と暴力ということに特に注目しましたのは、 日本の宗教に関する公民教育の今後を考える

と、 日本で市民性教育型の宗教教育をやるとしますと、東京オリンピックを目指しておもてなしの心を

広げるために、ムスリムの人たちにどう優しくするか、という話題で宗教の知識が活用されそうですが、

そういうことでは、宗教の理解は一層単純になってしまうのでは、 と思われるからです。倫理面がごそ

っと落ちてしまって、 「宗教と暴力」みたいなテーマはますます関係なくなるわけですよね。 「公共」 と

いう新科目をつくるという議論が今なされていますけれども、宗教学者としましては、是非この「倫理」

でも、変わらず宗教ということを扱っていただいて、宗教の多面性と教え方の多様性を維持しなければ

いけないと思うところです。

（文責：梅澤冬紀・松島美邦）
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Ⅱ夏季研究協議会報告

『存在と時間』読書会報告

浦和明の星女子中学・高等学校ほか非常勤講師古賀裕也

掲載にあたって

まず、読書会の機会を与えて下さった都倫研の先生方、当日たくさんの質問を下さった参加者の皆

様に感謝申し上げます。

以下の報告は、マルティン・ハイデガーの主著『存在と時間』についての読書会で使用したプリン

トに、適宜加筆・修正を行ったものです。また、冗長になりますので、補足的にあつかった関連事項

などは大幅に削除しています。テキストが手元に置かれている事を前提にしていますので、大変読み

にくいと思いますがご了承下さい。

はじめに

この読書会では、 『存在と時間』の「序」を扱う。 日本語で「序」 というと、 「序の口」のような歯

ごたえの無い感じがするが、 「序」 と訳されたドイツ語Einleitungは、 「導き(leiten)入れる(ein-)」

という意味であり、 「入門」とも訳される。ゆえに原典で40頁ほどの「序」は、『存在と時間』の入門

として読めるといえる。これが単に言葉の問題ではないことは、 しだいに明らかになるだろう。

ただし序では、 「世界内存在｣、 「頽落｣、 「死へ向かう存在」といった有名な言葉は見当たらない。そ

ういう近道を期待すると、裏切られるかもしれない。 とはいえしかし、なぜ存在が問題になるのかと

いう根本的な疑問の解明や、現存在、実存、現象学といった基本的な概念についてのハイデガー流の

説明が見られるのは確かであって、これらをおおまかにつかみ、それでもって例えば「死へ向かう存

在」などを理解しようとするならば、やはり 「序」を丁寧に読むことは非常に重要なことだと言える

だろう。

使用テキスト

原佑・渡辺二郎訳『存在と時間』中公クラシックス、中央公論社、 2003

1．巻頭の言葉から

『存在と時間』を読み始めると、いきなりプラトンの「ソフィステース』が引かれていて面食ら

う。大意は、 「我々は、存在する(ある)という言葉について何不自由なく使えているが、はたしてそ

の存在する(ある)とは一体何を意味するのか説明しようとするとたちまち困惑に陥る」 ということ

だ。哲学史的には「時間」について同様の事を述べたアウグスティヌスの言葉も思い出されるかも

しれない。われわれは「ある」 ということについて説明しろと言われると確かに困ってしまう。あ

まりに自明すぎるからだ。しかし、説明できないのになぜか何不自由なく使いこなしているのも事

実だ。
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プラトン、アウグステイヌス、ハイデガー、こうした哲学者の恐ろしさは、誰もが分かっている

つもりで実はわかっていないものに気づき、それを相手にしようという気概をもっていることだ。

ハイデガーは、これまでの西洋哲学がこの存在の問題を問わないままにしていると改めて指摘し、

そのことによって『存在と時間』こそ西洋哲学そのものとの対決であると宣言しているといえるだ

ろう。

<存在へ迫る二段構えの問い、および「時間」 との連関〉

ハイデガー特有の一種の回りくどさを通して、存在を問うための非常に周到な計画が示される。

①そもそも問われているのは、 「存在する」というありふれた言葉が何を意味するか？である。すな

わち「存在の意味」 （注1)が問われている。だが、今の段階ではまだどのように問うべきか、その

問いのかたちも手がかりもないようにみえる。

②最も身近な問題として、我々はひとまずどのように存在を了解しているのだろうか？この暫定的

な問いならば手がつけられそうである。

つまり、いわば①が本来の問いだが、②を問うことによって①の問いを問うことは可能になるの

ではないか、 という二段構えの作戦が立てられている。

ここで、あらゆる「存在の了解」 （注2)を可能にする「地平」 （注3)は「時間」であるという予

告が入る。この唐突な予告を言い換えると、存在は時間的に了解されるということになる。

ここでは「時間」についてひとまず素通りするしかない。ただ、ハイデガーが「時間」 というと

き、 「存在｣について注意しなければならなかったのと同様に､いくつかの様態がある｡少なくとも、

ふだん私たちが時計やカレンダーなどを見つめながらその中で暮らしている「時間」と、そうでは

ない「時間」 とが考えられるということは並行して念頭に置いておきたい。

第一章存在問題の必然性、構造、優位

この第一章の見出しには、それぞれ対応する節がある。必然性は第一節、構造は第二節、優位は

第三節と第四節であつかわれる。これを順に見ていきたい。

第一節存在への問いを表立って繰り返すことの必然性

いきなり 「たとえ現代が「形而上学」をふたたび肯定することを～」 と始まるが、この時「形而

上学」の再評価、古代ギリシア哲学の再評価が一種のブームになっていたことを受けているのであ

まり気にしなくて良い。もちろんハイデガーの立場はこのブームの尻馬に乗るものではなく、むし

ろ古代存在論はすでに存在を「問う必要の無いもの」 とみる先入見の形成に加担していることを指

摘するものである。この先入見についてはこの節で確認する。

いかなる由来によって古代存在論が生じていったかといった歴史的な問題も気になるところでは

あるが、 『存在と時間』のひとまずの目標は「存在への問いをあらかじめ明瞭に解答しておくこと」

(9頁)である。歴史的な問題は、存在をどのように問い得るかが明らかになってはじめて語ること

ができるらしい。存在問題についての哲学史的な検討は、計画上、 『存在と時間』第二部に相当する

が、周知の通りこれは書かれなかった(一応、 1927年の夏学期講義「現象学の根本諸問題」によって

試みられている)。
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<存在の意味への問いをくり返す必然性が見出される三つの先入見〉

さて、存在への問いであるが、我々に「存在」など問う必要がないと思わせてしまう哲学史上の

三つの先入見(偏見[Vorurteil,prejudice])があるとハイデガーはいう。

v①「存在」は「最も普遍的な」概念である。

アリストテレスースコラ的な類種概念のことを言っている。例えば「ソクラテス」や「プラトン」

の上位には「ヒト」があり、 「ヒト」や「イヌ」の上位には「動物」があるように(より具体的で個

別的な下位概念を「種｣、より普遍的な上位概念を「類」 と呼ぶ)、位階秩序によって存在者を包括

的に関係づける手法のことである。生物の分類で使う系統樹を念頭に置くと分かりやすいだろう。

枝分かれした先が、種であり、逆に幹としてひとつにまとまっていくほうが類である。簡単言って

次の様な特徴があげられる。

・上位の類になればなるほど、普遍的である。

・命題化するとき、類は種の述語になる。 しかしその逆は誤りとなる。

（ 「ポチはイヌである」は正しいが、 「イヌはポチである」は正しくない）

・あらゆる種は、その上位の類の要素を宿している→イデアの分有関係

・上位の類になればなるほど、下位概念同士の齪鋸から解放される→弁証法

・下位概念を枚挙して上位概念を導き出す推論→帰納法(逆は演鐸法）

さて、 「存在」はあらゆる「存在者」 （注4)に共通であるから当然最も普遍的である。だが、アリ

ストテレス哲学の中で最高類とされた実体や質や量(いわゆる「カテゴリー」 ）について見ても、 「実

体は存在する」 「質は存在する」 と容易に言えてしまう。こうした「存在」の特殊さから、アリスト

テレスは、類種関係の構造全体の外にあるものではないかと疑っていたようだ。だが、この問題は

おぼろげなままヘーゲルにまで至り、放棄されたという。

v②「存在」 という概念は定義不可能である。

アリストテレスによれば、定義とは「最近類と種差とによって得られる」 と定められている。ア

リストテレスにならってヒトを定義するなら、 「ロゴスを持つ(＝種差)動物(＝最近類)」とか「ポリ

ス的な(＝種差)動物(＝最近類)」 となる。最近類でないと、 「ロゴスを持つ生物」のように若干焦点

が甘くなるが間違いではない。

さて「存在」の定義に関して言えば、v①で見たように系統樹の唯一の頂点と考えられるから、そ

もそも「種差」が存在しないし、その上位概念である最近類も存在しないので、当然のごとく定義

不可能となる。もしくは「存在は存在する」 という同語反復に陥る。

v③「存在」は自明の概念である。

V①とV②でむずかしい話になったが、 「存在」ほどあたりまえのものはないのであって、いちいち

問う必要はないのではないか。たとえば、このレジュメでも散々「～いる」 とか「～ある」が出て

くるが、書く方も読む方も何の不都合もないだろう。

ここで挙げられた三つの先入見は、われわれに存在についての探究の中止を促すのに十分な合理

性を持っているように思える。ところがしかし、ハイデガーの理屈からすると、問われることを拒

んでいるまさにこの「存在」 というものこそ、最も問うに値するというわけである。
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第二節存在への問いの形式的構造

とはいえ、どうやって「存在」を語り、問題の俎上に載せる事ができるというのか。ここはまさに

ハイデガー的な手法が発揮されるところである。

〈問いの三重構造〉

ここで読者はハイデガーに驚かされるのではないだろう力も彼は存在については他の存在者につ

いてと同じような仕方で問えないということがわかると、そもそも「問い」 とは何かという分析を

始めるからだ。おそらくわたしたちは、 「問う」ということそれ自体において何かしら問われるべき

ものがあるとはゆめにも思わずに様々なものを間うているだろう。彼の思索はわれわれ読者とは全

く違う次元にあるようにさえ思える。こうしたところが、 「魔術師」 とも呼ばれたハイデガーの魅力

でもある。

ここでの論述を簡単にまとめると、問い[Frage,question]は三重の関係として示される。

F①問われるもの(Gefragtes)…「それは何？」と問われるもの｡本来問われているのはこれである。

F②問いかけられるもの(Befragtes)…F①へ到達するために、 さしあたって問い質される対象。F①

へと何かしら態度をとって関わっているもの。

F③問いたしかめられるもの(Erfragtes)…F②がF①への態度を遂行することで得られるもの。

一見奇妙な分析である。ふつう 「問い」というと、F①だけで良さそうなものである。なぜこんな

に複雑なのか？

たとえばハンマーを考えてみよう。ハンマーとは何であるか？釘を打ちやすいように成形された

金属に木など柄がついたものである。これで十分「答え」になるだろう。だがこのとき実は、われ

われはF②を無視している。この「答え」は、高校の「技術」のテストの答案か、ハンマーを知らな

い人に教えている時は正しい。 ところが、あるときは仕事道具であり、売り物であり、凶器でもあ

りうる。だからハンマーに関わる側(F@)を無視できないのだ。そして、F①とF②は額に閉じ込めた

ように静的な関係で終わりではない。ハンマーのなんたるかは、本来は実際に「打つ」ことにおい

てしか現れることはできない。だから、 F③が必要なのである。

存在についていえば、 目の前に存在を据えてあれこれ考えようともがくのではなく、われわれ自

身がそのつどそれで「ある」 （存在する)(F@)という仕方でしか存在は現れてこないし、そのように

存在が現れている現場であるわたしたち自身(F@)がさしあたりの探究の対象となる。ハイデガーに

とって、 「問う」 とか「解明する」とかいうとき、 こうした重層的な構造がある。

そのために、F②の資格をもつ「範例的」な存在者を正しくとらえるには、その存在者が存在する

通りに、すなわち我々のもつあらゆる先入見を控えてその存在者の存在に即して見て取れるように

せねばならない。F②は、この問いの構造を生きるもの、存在があらわになる現場、そういったもの

として取り出されなければならないので、 「わたし」 とか「ヒト」などという手垢のついた、あいま

いなものは用いてはならない。

ハイデガーは、このF②の資格をもつ存在者を特別に「現存在」 （注5）と名付ける。引用しよう、

「われわれ自身こそそのつどこの存在者であり…われわれはこうした存在者を、術語的に、現存在

と表現する」 （20頁)。

結局、問いの構造分析によって、存在へと関わりつつ問いかける現存在が当面の探究目標になっ
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た。だから、現存在は、 「問いかけられるもの」 (F@)であると同時に「問う者」 (Frager、いわばF

②′ ）でもある。しかも､存在へと何かしら態度をとっているから自らにおいて存在が現れうるのに、

存在とは一体何なのか自らにとって最大の謎なのである。非常に奇妙な循環構造が明らかになった。

第三節存在問題の存在強的優位

以上「存在」を問うということの必然性と、構造が示されたが、それだけに留まらないことを更

に示すのが第三節と第四節である。これまではどちらかというと、存在問題の特異性ばかりが際立

ったが、他の様々な学問のもつ根本的な問題と比較しながらダメ押しするわけである。

あらゆる学問はその領域に応じた根本的な問題を持つ。たとえば、生物学なら、生命とは何か？

物理学なら、物質とは何か？数学なら、数とは何か？法学なら、法や正義とは何か？…といったこ

とが考えられる。ところがハイデガーがやろうとしているのは、最も根源的でかつこれらの諸領域

を超越した「存在」そのものについての探究なのであって、この探究抜きにいかなる「学問」も、 「存

在論」 （たとえばこれまでの哲学が行ってきたもの)も空しいものとなるのである。

よって、 『存在と時間』でハイデガーが取り上げる存在問題は「存在論的な優位(Vorrang)」をも

つ。 「優位」といっても同じグループの中で相対的にすぐれたものという意味ではなく、他のすべて

のいわば「二次的」な存在論よりも一段根源的な、 「先立った(Vor)地位(Rang)」を占めるものと解

すべきだろう。

この「優位」は非常に重要で、我々は「哲学は科学に比べて役に立たない」などということは逆

立ちしても言えなくなる。そして、哲学が必死になって科学などの諸学問と同じような「厳密」な

やり方を目指す必要もない。むしろ哲学は存在論の遂行によって他の諸学問を可能にさせるのであ

って、しかもそのやり方は存在者を相手にする諸学問とは全く異なっていて当たり前なのであるか

ら。もちろん、ハイデガーの思索を哲学と呼ぶかどうかは別問題だが。

第四節存在問題の存在的優位

もうひとつの優位は、これまで以上に現存在の在り方と絡みながら進行するので読みとりにくい

かもしれない。

重要なのは、現存在が存在するときは必ずおのれ自身の存在へ向かってそのつど態度を取ってお

り、つまりなんらかの関わりを遂行しているのであって、この存在を「実存」 Existenzと呼ぶとい

うことである。

簡単にいえば、これまで「現存在の存在」 と呼んでいたものを「実存」 と言い直したものである

が、現存在とその存在である実存が並んで向かい合っているわけではない。問いの三重構造を思い

出しながら実存を捉えるよう努めたい。つまり、現存在は、 自らの存在(実存)へ態度をとるという

仕方で、常におのれの存在へ向けて自ら存在するのだから、 「実存する」という動詞的なとらえ方で

なければならない。

サルなどは、 自分が生きているというレベルでなら存在することを理解できるかもしれないが、

その生きるおのれ自身や生きること自体が一体どのような構造を持っており、いかに存在と関わり

うるのかという視点は持ち得ないだろう。であるから、なんらかの仕方で存在するときに存在問題
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